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は
じ
め
に

　
古
琉
球
は
、
琉
球
が
東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
を
舞
台
に
中
継
貿
易

を
展
開
し
、「
万
国
の
津
梁
」
と
称
す
る
ほ
ど
に
発
展
し
た
時
代
で
あ

っ
た
。
こ
の
時
代
、
明
を
中
心
に
多
く
の
国
と
関
係
を
持
っ
た
琉
球
で

あ
っ
た
が
、
朝
鮮
と
の
関
係
は
特
殊
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
本
稿
の
目
的
は
、
一
四
世
紀
末
か
ら
一
六
世
紀
初
頭
に
わ
た
っ
て

行
わ
れ
た
琉
球
と
朝
鮮
の
直
接
通
交
に
焦
点
を
あ
て
、従
来
「
国
営
」

で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
る
古
琉
球
の
貿
易
形
態
を
再
検
討
す
る
と
と
も

に
、「
国
営
貿
易
」
の
中
に
琉
朝
関
係
を
位
置
付
け
る
こ
と
で
あ
る
（
１
）

。

　
そ
も
そ
も
琉
球
の
貿
易
が
「
国
営
」
で
あ
る
と
提
唱
し
た
の
は
高

良
倉
吉
で
あ
っ
た
（
２
）
。
高
良
倉
吉
は
、
古
琉
球
辞
令
書
や
ポ
ル
ト
ガ
ル

人
の
証
言
（
３
）
か
ら
、
古
琉
球
の
貿
易
が
「
国
営
」
の
事
業
で
あ
っ
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
、「
海
外
勤
務
を
担
う
ス
タ
ッ
フ
た
ち
が
王
を
任

命
権
者
と
す
る
組
織
の
一
員
で
あ
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
王
の
家
来

で
あ
っ
た
こ
と
」
や
、
使
用
す
る
船
は
王
の
所
有
物
で
あ
っ
た
こ
と

を
指
摘
し
た
（
４
）

。

例
え
ば
、
一
六
世
紀
前
半
に
シ
ャ
ム
で
琉
球
人
と
交
流
し
た
ポ

ル
ト
ガ
ル
人
は
、
琉
球
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
証
言
し
て
い
る
。

即
ち
、
彼
ら
の
国
王
は
、
未
婚
者
と
か
、
子
供
づ
れ
、
財
産

を
持
っ
た
も
の
な
ど
が
そ
の
土
地
を
出
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。

と
い
う
の
は
、
い
か
な
る
者
も
国
外
に
留
ま
ら
な
い
よ
う
に

　
一
四
世
紀
末
か
ら
一
六
世
紀
初
頭
に
お
け
る
琉
朝
関
係
の
推
移
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す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
船
長
に
は
、
生
き
て
い
よ
う
と

死
ん
で
い
よ
う
と
同
行
し
た
者
を
連
れ
て
帰
国
す
る
こ
と
が

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
と
。
彼
は
シ
ャ
ン
で
死
ん
だ
レ
キ

オ
人
三
人
が
故
国
へ
戻
さ
れ
る
た
め
に
塩
漬
け
に
さ
れ
て
い

る
の
を
目
撃
し
た
こ
と
が
あ
る
。

当
時
の
琉
球
人
は
王
の
家
来
と
し
て
現
地
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
現
地
に
居
座
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
も
し
も
現
地
で
死
亡

し
た
場
合
は
死
体
を
塩
漬
け
に
し
て
ま
で
、
琉
球
に
送
り
返
し
た
と

さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
古
琉
球
辞
令
書
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
証
言
か

ら
、
琉
球
の
貿
易
は
「
国
営
」
の
事
業
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
単
純
に
古
琉
球
の
貿
易
形
態
が
す
べ
て
「
国
営
」
で

あ
っ
た
か
と
い
え
ば
、決
し
て
そ
う
と
は
言
い
切
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
古
琉
球
辞
令
書
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
証
言
か
ら
は
、
琉
球
と

明
・
東
南
ア
ジ
ア
と
の
関
係
は
読
み
取
れ
る
も
の
の
、
日
本
や
朝
鮮

と
の
関
係
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
ま
た
、
古
琉
球
辞
令
書

や
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
証
言
は
一
六
世
紀
の
史
料
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら

一
五
世
紀
以
前
を
論
じ
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。
つ
ま
り
こ
れ
ら

の
史
料
に
は
、
時
期
的
・
地
域
的
な
限
界
性
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
で

き
る
の
で
あ
る
（
６
）

。
一
五
〇
〇
年
を
最
後
に
直
接
通
行
が
断
絶
し
た
琉

朝
関
係
は
、
従
来
言
わ
れ
て
い
る
「
国
営
貿
易
」
の
中
に
単
純
に
位

置
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
再
考
の
余
地
が

あ
る
と
い
え
る
。

　
さ
て
、近
年
の
古
琉
球
史
研
究
は
、海
域
史
と
い
う
観
点
か
ら
「
国

営
貿
易
」
に
と
ら
わ
れ
な
い
民
間
主
導
の
交
流
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

視
野
に
入
れ
た
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
（
７
）

。
本
稿
で
は
、
こ
の

よ
う
な
民
間
主
導
の
交
流
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
重
点
を
置
き
つ
つ
、

琉
朝
関
係
の
位
置
付
け
を
再
検
討
し
た
い
。

一
、
時
期
区
分
の
再
検
討

　
古
琉
球
に
お
け
る
琉
朝
関
係
の
研
究
は
戦
前
よ
り
行
わ
れ
て
お

り
、
そ
の
中
で
も
最
も
長
大
な
も
の
は
東
恩
納
寛
惇
の
研
究
で
あ

る
（
８
）

。
こ
れ
は
一
三
八
九
年
の
高
麗
へ
の
遣
使
か
ら
、
一
四
八
三
年
の

新
四
郎
を
使
者
と
す
る
遣
使
ま
で
を
対
象
と
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
遣
使
ご
と
に
詳
細
に
検
討
が
な
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
研
究
は
、

琉
球
と
朝
鮮
の
直
接
通
交
の
う
ち
、
い
く
つ
か
の
遣
使
を
見
落
と
し

て
い
る
点
、
遣
使
ご
と
の
検
討
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
た
め
、
琉

朝
関
係
全
体
を
通
し
て
の
分
析
が
不
十
分
で
あ
る
点
な
ど
の
問
題
を

指
摘
で
き
る
。

　
戦
後
に
な
り
、
琉
朝
関
係
全
体
を
通
し
て
年
代
順
に
整
理
し
時
期

区
分
を
行
い
、
そ
の
諸
時
期
の
特
質
を
論
じ
た
の
は
田
中
健
夫
で
あ

っ
た
（
９
）
。
田
中
健
夫
は
、
琉
朝
間
で
直
接
行
わ
れ
た
遣
使
の
う
ち
、
二

回
を
除
い
て
す
べ
て
が
琉
球
か
ら
朝
鮮
へ
の
遣
使
で
あ
っ
た
こ
と
を
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明
ら
か
に
し
、「
表
面
上
は
琉
球
側
か
ら
積
極
的
に
行
わ
れ
た
交
渉

で
あ
っ
て
、
朝
鮮
側
は
受
身
の
立
場
に
立
っ
て
」
い
た
こ
と
を
指
摘

し
た）
（1
（

。
田
中
健
夫
の
行
っ
た
時
期
区
分
は
以
下
の
四
段
階
で
あ
る
。
一

段
階
は
「
倭
寇
中
心
の
時
代
（
一
三
八
九
年
～
一
四
二
三
年
）」、
被

虜
の
送
還
が
両
国
を
結
ぶ
絆
と
な
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
と
す
る
。
二

段
階
は
「
対
馬
・
九
州
人
に
よ
る
通
交
中
継
時
代
（
一
四
二
九
年

～
一
四
六
八
年
）」、
対
馬
・
博
多
の
人
が
琉
球
使
節
と
な
っ
た
ほ

か
、
琉
球
人
が
こ
れ
ら
の
人
間
の
船
を
利
用
し
て
通
交
し
た
時
代

で
あ
り
、
名
目
が
被
虜
の
送
還
か
ら
漂
流
民
の
送
還
へ
と
変
化
し

た
。
ま
た
大
蔵
経
を
請
う
こ
と
も
琉
球
の
朝
鮮
に
対
す
る
主
要
な
目

的
と
な
る
。
三
段
階
は
「
偽
琉
球
使
の
通
交
時
代
（
一
四
七
〇
年
～

一
四
九
四
年
）」、
こ
の
時
代
に
は
琉
球
国
使
を
偽
称
す
る
使
者
が
偽

文
書
を
持
参
し
て
通
交
し
た
が
、
偽
使
の
持
参
し
た
貨
物
に
は
南
海

産
の
物
資
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
琉
球
と
偽
使
と
が
無
関
係

と
は
言
い
切
れ
な
い
部
分
が
あ
る
。
四
段
階
は
「
直
接
通
交
の
時
代

（
一
五
〇
〇
年
の
遣
使
一
回
の
み
）」、
こ
の
遣
使
は
一
度
き
り
で
あ

り
、
中
継
者
や
阻
害
者
を
排
除
し
た
直
接
の
通
交
だ
っ
た
が
、
船
団

乗
員
の
中
で
琉
球
人
の
占
め
た
比
率
は
低
い
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
琉

球
使
節
最
後
の
朝
鮮
訪
問
と
な
っ
た
。

　
ま
た
田
中
健
夫
は
、
琉
朝
関
係
の
特
徴
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め

て
い
る
。
①
被
虜
・
漂
流
民
の
送
還
が
主
要
な
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
。

②
朝
鮮
は
南
海
産
の
物
資
を
琉
球
か
ら
輸
入
し
、
琉
球
へ
仏
典
・
梵

鐘
を
輸
出
し
て
い
た
こ
と
。
③
朝
鮮
は
南
山
王
等
の
亡
命
者
の
待
避

先
で
あ
っ
た
こ
と
。
④
博
多
商
人
・
対
馬
商
人
の
活
動
が
活
発
で
あ

っ
た
こ
と
。
以
上
の
四
点
で
あ
る
。

　
さ
て
、
近
年
こ
れ
ら
の
研
究
を
ふ
ま
え
て
橋
本
雄
は
、
琉
朝
関
係

に
と
ど
ま
ら
ず
偽
使
と
い
う
問
題
に
焦
点
を
あ
て
て
、
外
交
権
・
通

交
権
の
所
在
や
、
外
交
主
体
・
通
交
主
体
の
実
像
に
迫
る
研
究
を
行

っ
た）
（（
（

。
こ
こ
で
橋
本
雄
は
、琉
朝
関
係
に
お
け
る
偽
使
に
つ
い
て「
フ

レ
キ
シ
ブ
ル
な
偽
使
体
制
」
と
い
う
見
解
を
提
示
す
る
。
こ
れ
は
、

田
中
健
夫
の
時
期
区
分
の
三
段
階
を
「
偽
琉
球
使
の
通
交
時
代
」
と

し
て
真
使
・
偽
使
と
単
純
に
論
じ
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
と
し
た

上
で
、
こ
の
時
代
の
偽
使
に
は
「
国
書
書
き
替
え
型
」
や
「
完
全
独

自
偽
作
型
」
な
ど
の
複
数
タ
イ
プ
の
偽
使
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
「
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
偽
使
体
制
の
時

代
」
に
は
、
博
多
商
人
を
主
と
す
る
勢
力
が
「
国
家
間
の
符
験
制
契

約
の
機
先
を
制
し
、自
ら
符
験
制
を
造
り
上
げ
」
る
ま
で
に
至
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
独
自
の
符
験
制
は
合
理
性
や
一
貫
性
と
い
う
点
で
問

題
が
あ
り
、
一
六
世
紀
前
半
に
は
崩
壊
し
て
い
く
こ
と
と
な
る）
（1
（

。

　
ま
た
橋
本
雄
は
、
外
交
文
書
の
様
式
と
偽
使
の
関
係
に
つ
い
て
、

推
測
の
段
階
で
は
あ
る
が
「
琉
球
王
国
本
国
が
朝
鮮
に
向
け
て
出
し

た
外
交
文
書
と
は
、
一
貫
し
て
咨
文
様
式
で
」
あ
り
、「
書
契
様
式

の
外
交
文
書
は
偽
書
の
疑
い
が
濃
厚
」
と
指
摘
す
る）
（1
（

。
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こ
の
よ
う
に
、
古
琉
球
の
琉
朝
関
係
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が

積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
い
ず
れ
も
琉

球
と
朝
鮮
の
遣
使
の
事
例
を
抜
き
出
し
て
分
析
す
る
こ
と
に
重
点
が

置
か
れ
て
お
り
、
遣
使
の
頻
度
や
遣
使
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
時
期
に

つ
い
て
十
分
に
考
察
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
の
た
め
、
琉

朝
直
接
通
交
の
頻
度
を
、遣
使
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
時
期
を
含
め
て
、

よ
り
細
か
く
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
『
高
麗
史
』『
朝
鮮
王
朝
実
録
』（
以
下
、

『
実
録
』）『
海
東
諸
国
紀
』
に
よ
っ
て
製
作
し
た
リ
ス
ト
が
、
次
ペ

ー
ジ
か
ら
の
「
表
一 

琉
朝
間
直
接
通
交
に
お
け
る
外
交
文
書
様
式

と
被
虜
・
漂
流
民
送
還
人
数
」（
以
下
「
表
一
」）
で
あ
る）
（1
（

。「
表
一
」

は
、
外
交
文
書
様
式
と
被
虜
・
漂
流
民
の
送
還
に
注
目
し
、
各
時
期

の
特
徴
を
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

「
遣
使
と
外
交
文
書
の
分
類
」
は
、
琉
球
か
ら
朝
鮮
へ
の
遣
使
を

そ
の
外
交
文
書
の
様
式
で
分
類
し
た
。な
お
、分
類
の
中
の「
そ
の
他
」

項
目
は
、
琉
球
を
名
乗
る
使
者
で
あ
る
が
朝
鮮
側
が
偽
使
と
怪
し
ん

だ
事
例
や
、
琉
球
国
王
以
外
の
外
交
主
体
か
ら
の
遣
使
の
事
例
を
指

し
、「
朝
→
琉
」
は
朝
鮮
か
ら
琉
球
へ
の
遣
使
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、

□
は
『
高
麗
史
』、
○
は
『
実
録
』、
△
は
『
海
東
諸
国
紀
』
に
記
述

さ
れ
て
い
る
遣
使
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、『
実
録
』

『
海
東
諸
国
紀
』双
方
共
に
記
述
が
あ
る
場
合
は
◎
で
表
記
し
た
。「
送

還
刷
還
人
数
」
は
、
遣
使
に
伴
っ
て
朝
鮮
へ
送
還
さ
れ
た
被
虜
と
漂

流
民
の
人
数
で
あ
る
。「
被
虜
」「
漂
流
」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
送
還
人
数

を
示
し
て
お
り
、「
刷
還
」
は
朝
鮮
側
が
連
れ
帰
っ
た
人
数
を
示
し

て
い
る
。

　
さ
て
、琉
球
が
朝
鮮
半
島
へ
遣
使
し
た
最
初
の
事
例
は
『
高
麗
史
』

に
見
る
こ
と
が
出
来
る）
（1
（

。
初
回
は
、
具
体
的
な
被
虜
送
還
人
数
に
つ

い
て
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
二
回
目
の
遣
使
か
ら
は
具
体
的
な
被

虜
送
還
人
数
が
記
さ
れ
て
お
り
、
三
七
人
で
あ
る
。
ま
た
高
麗
へ
の

外
交
文
書
の
様
式
は
ど
ち
ら
も
表
で
あ
り
、
こ
の
文
書
様
式
は
後
の

琉
朝
関
係
に
お
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
高
麗
滅
亡
後
に
は
じ
め
て
、
琉
球
が
遣
使
し
た
の
は
一
三
九
二
年

の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
以
後
一
四
一
〇
年
の
遣
使
ま
で
は
ほ
ぼ
す
べ

て
の
遣
使
で
被
虜
を
送
還
し
た
。
な
お
一
四
一
八
年
に
も
遣
使
を
行

っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
船
の
難
破
の
た
め
送
還
の
有
無
を
確
認
で
き

な
い）
（1
（

。
そ
の
後
は
朝
鮮
側
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
被
虜
を
刷
還

す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
琉
球
側
か
ら
送
還
し
た
記
述
は
見
ら
れ
な

く
な
り
、
遣
使
そ
の
も
の
も
断
続
的
と
な
る
。

一
四
五
三
年
以
降
、
琉
球
か
ら
の
遣
使
は
爆
発
的
に
増
え
る
も
、

送
還
さ
れ
る
朝
鮮
人
は
被
虜
か
ら
漂
流
民
へ
と
変
わ
り
、
使
者
も
倭

人
と
思
わ
れ
る
人
物
が
担
う
よ
う
に
な
る
。
ま
た
こ
の
時
か
ら
、
携

え
る
文
書
様
式
に
書
契
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
四
七
〇
年
前

後
に
は
「
琉
球
国
王
弟
」
や
「
琉
球
国
総
守
」
と
い
っ
た
琉
球
国
王

を
名
乗
ら
な
い
貿
易
主
体
に
よ
る
遣
使
が
現
れ
る
。
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表一 琉朝間直接通交における外交文書様式と被虜・漂流民送還人数

表 書 箋 咨 書契 不明 その他 朝→琉 被虜 漂流 刷還 使者名 備考

□ ? 玉之 高麗へ初の遣使。送還人数不明。

□ 金充厚

1390 □ 37 玉之 高麗へ最後の遣使。

1391

1392 ○ 8 李善 李朝へ初の遣使。

1393

1394 ○ 12 不明

1395

1396

1397 ○ 不明 第
1398 亡命中の南山王が死亡。

1399

1400 ○ 不明

1401

1402 1
1403

1404

1405

1406

1407 期
1408

1409 ◎ 3 阿乃佳結制

1410 ○ 14 模都結制

1411

1412

1413

1414

1415

1416 ○ 44 李芸 李芸が琉球へ行き、44人を刷還する。

1417

1418 ◎ 不明 難破の為、送還の有無は不明。

1419 応永の外寇。

1420

1421

1422

1423 ○ 不明 偽使として退けられる。

1424

1425

1426

1427

1428

1429 ○ 金源珍 朝鮮へ漂流の琉球人14人を送還。 第
1430 金源珍還る。琉球国長史梁回から返書。

1431 ◎ 夏礼久 対馬の六郎次郎も共に来朝。

1432

1433 琉球の船匠が朝鮮に招かれる。

1434 2
1435

1436

1437 ○ 6 金源珍

1438

1439 期
1440

1441

1442

1443

1444

1445

1446

1447

1448

1449

1450

時代
区分

9

1389

送還刷還人数（人）遣使と外交文書の分類

□…『高麗史』に記述、○…『朝鮮王朝実録』に記述、△…『海東諸国紀』に記述、◎…『朝鮮王朝実録』『海東諸国紀』共に記述。

内容

?
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一
四
世
紀
末
か
ら
一
六
世
紀
初
頭
に
お
け
る
琉
朝
関
係
の
推
移
（
牟
田
）

表 書 箋 咨 書契 不明 その他 朝→琉 被虜 漂流 刷還 使者名 備考

1451

1452

1453 ◎ 2 道安 漂流民万年ら送還。倭人が使者となる初の例。

1454

1455 ○ ? 道安 送還人数不明。初の大蔵経下賜。

1456 第
1457 ○ 5 道安 道安・信沙也文に護軍職が授けられる。

○ 3 吾羅沙也文

○ 1 友仲僧 友仲僧は病死。 3
○ 2 宗久持

○ 不明 詳細不明。

○ 而羅洒毛 期
○ 不明 詳細不明。この後、衣服の賜与に制限がかかる。

1460

○ 2 徳源 漂流民梁成ら送還。

○ 8 普須古

1462

1463

1464

1465

1466 ◎ 不明

○ 不明 鸚鵡を献上。 第
○ 同照 鸚鵡・大鶏を献上。

○ 古都老 琉球国王弟閔意からの使者。

○ 不明 琉球国総守将李金玉からの使者。 4
1469 △ 不明 琉球国中平田大島平州守等悶意からの使者。

○ 新右衛門尉平義重 『歴代宝案』のみの記述。詳細不明。

○ 仁叟和尚 琉球国中平田大島平州守等悶意からの使者。 期
1471 ○ 自端西堂 自ら符験制を提案。

1472 ○ 不明 琉球国喜里主からの使者。

1473

1474

1475

1476

1477 ○ 内原里主

1478

1479 ○ 3 新時羅 漂流民金非衣ら送還。

○ 不明 琉球国総守李国円子総安子円長子からの使者。

○ 3 敬宗 第
1481

1482

1483 ○ 新四郎

1484 5
1485

1486

1487

1488 期
1489

1490

1491 ○ 耶次郎

1492

1493 ○ 梵慶

1494 ○ 天章 慶尚道観察使、書契が従来の琉球と違い怪しむ。

1495

1496

1497

1498

1499 第
1500 ○ 梁広 琉朝最後の直接通交。 6

期□…『高麗史』に記述、○…『朝鮮王朝実録』に記述、△…『海東諸国紀』に記述、◎…『朝鮮王朝実録』『海東諸国紀』共に記述。

遣使と外交文書の分類 送還人数　（人）

1470

1468

1480

内容

1461

1467

1459

時代
区分

1458
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一
四
七
七
年
以
降
の
遣
使
は
書
契
を
携
え
た
も
の
が
大
半
を
占
め

る
。
こ
こ
で
は
一
四
七
九
年
と
一
四
八
〇
年
の
二
回
に
漂
流
民
の
送

還
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
送
還
事
例
を
見
る
こ
と
は
出
来

ず
、
こ
れ
ら
の
使
者
も
一
四
九
四
年
を
最
後
に
見
る
こ
と
が
出
来
な

く
な
る
。
一
五
〇
〇
年
に
琉
球
人
梁
広
が
咨
文
を
携
え
て
朝
鮮
へ
や

っ
て
く
る
が
、
こ
れ
が
最
後
の
琉
球
と
朝
鮮
の
直
接
通
交
と
な
る
。

　
田
中
健
夫
は
琉
球
と
朝
鮮
の
直
接
通
交
が
継
続
し
た
大
き
な
理

由
と
し
て
被
虜
・
漂
流
民
の
送
還
を
指
摘
し
た）
（1
（

。
し
か
し
「
表

一
」
を
み
れ
ば
、
約
一
二
〇
年
間
も
続
い
た
琉
朝
直
接
通
交
の
時
代

に
、
琉
球
側
か
ら
被
虜
が
送
還
さ
れ
た
期
間
は
、
一
三
八
九
年
か
ら

一
四
一
〇
年
の
約
二
〇
年
間
で
あ
り
、
漂
流
民
が
送
還
さ
れ
た
の

は
一
四
五
三
年
か
ら
一
四
六
一
年
の
約
一
〇
年
間
と
一
四
七
九
年
・

一
四
八
〇
年
の
事
例
の
み
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
被
虜
・
漂
流
民

の
送
還
も
琉
朝
関
係
全
体
を
通
し
て
の
特
徴
で
は
な
く
、
一
部
の
時

期
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
琉
朝
関
係
は
、
直
接
通
交
の
あ

っ
た
約
一
二
〇
年
間
の
中
で
も
変
容
し
て
お
り
、
改
め
て
再
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
琉
朝
関
係
の
時

期
区
分
を
「
表
一
」
を
も
と
に
改
め
て
整
理
し
て
い
き
た
い
。

　「
表
一
」
を
俯
瞰
す
る
と
、
特
徴
ご
と
に
い
く
つ
か
の
時
期
に
分

け
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
六
つ
に
区
分
す
る
こ

と
と
す
る
。
ま
ず
、
第
一
期
は
一
三
八
九
年
か
ら
一
四
一
八
年
の
約

三
〇
年
間
と
す
る
。
明
へ
の
入
貢
か
ら
応
永
の
外
寇
の
頃
ま
で
を
対

象
と
し
て
お
り
、
前
期
倭
寇
の
被
害
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
最
後
の
時

期
と
も
い
え
る
。
ま
た
琉
球
国
内
的
に
は
ち
ょ
う
ど
三
山
時
代
と
重

な
っ
て
お
り
、
ま
だ
琉
球
王
国
に
統
一
政
権
が
樹
立
し
て
い
な
い
時

期
で
あ
る
。
第
二
期
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
年
号
を
定
め
る
こ
と

が
出
来
な
い
が
、
第
一
期
と
第
三
期
の
間
の
時
期
で
あ
る
。
被
虜
な

ど
の
傷
跡
を
残
し
つ
つ
も
、
前
期
倭
寇
の
被
害
が
記
録
か
ら
消
え
て

い
く
時
代
で
あ
り
、
琉
球
で
は
尚
巴
志
に
よ
っ
て
三
山
の
統
一
が
な

さ
れ
た
時
代
で
あ
る
。
第
三
期
は
、
一
四
五
三
年
か
ら
一
四
六
一
年

ま
で
の
約
一
〇
年
間
で
あ
り
、
こ
の
時
期
は
明
の
琉
球
優
遇
策
が
後

退
し
は
じ
め
た
時
期
と
重
な
る）
（1
（

。
道
安
に
代
表
さ
れ
る
日
本
の
禅
僧

や
海
商
が
琉
朝
間
を
仲
介
す
る
よ
う
に
な
り
、
朝
鮮
か
ら
琉
球
へ
多

く
の
仏
典
が
齎
さ
れ
た
。
第
四
期
は
、
一
四
六
六
年
か
ら
一
四
七
二

年
の
七
年
間
で
あ
る
。
こ
の
間
で
一
〇
回
も
の
遣
使
が
な
さ
れ
て
い

る
が
、
い
ず
れ
も
「
琉
球
国
王
弟
」「
琉
球
国
総
守
」
な
ど
、
主
体

が
「
琉
球
国
王
」
で
は
な
い
遣
使
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
朝
鮮

人
の
送
還
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
第
五
期
は
、
一
四
七
七

年
か
ら
一
四
九
四
年
ま
で
の
期
間
で
あ
り
、
確
認
出
来
る
限
り
で
最

後
の
漂
流
民
送
還
が
行
わ
れ
た
時
期
で
あ
る
。と
り
わ
け
新
時
羅（
新

次
郎
）
に
よ
っ
て
送
還
さ
れ
た
漂
流
民
金
非
衣
の
証
言
は
、
帰
国
ま

で
の
過
程
が
膨
大
な
記
録
と
し
て
『
実
録
』
の
中
に
残
さ
れ
て
お
り
、

当
時
の
琉
球
・
九
州
の
情
勢
を
詳
し
く
読
み
取
れ
る
史
料
で
あ
る）
（1
（

。

そ
し
て
最
後
に
、
田
中
健
夫
が
四
段
階
目
と
し
て
挙
げ
た
一
五
〇
〇
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年
の
遣
使
一
回
を
第
六
期
と
す
る
。
こ
の
遣
使
を
最
後
に
琉
球
と
朝

鮮
の
直
接
通
交
は
断
絶
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
時
期
区
分
を
考
え
る
と
、田
中
健
夫
が
指
摘
し
た「
表

面
上
は
琉
球
側
か
ら
積
極
的
に
行
わ
れ
た
交
渉
」
と
い
う
評
価
は
多

少
見
直
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
琉
朝
の
直
接

通
交
を
通
し
て
見
た
場
合
、
圧
倒
的
に
琉
球
か
ら
の
遣
使
が
多
い
こ

と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
琉
球
側
が
明
か
ら
下
賜
さ
れ
た
ジ
ャ

ン
ク
船
に
よ
っ
て
、
積
極
的
に
朝
鮮
へ
遣
使
し
た
と
思
わ
れ
る
の
は

第
一
期
の
み
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る）
11
（

。
上
述
の
通
り
、
第
二
期
に
は

琉
球
側
の
積
極
性
を
み
る
こ
と
は
で
き
ず
、
第
三
期
以
降
に
な
れ
ば

倭
人
の
介
在
す
る
形
態
と
な
る
。
つ
ま
り
、
三
山
統
一
後
、
倭
人
が

介
在
す
る
形
態
を
除
け
ば
、
琉
球
の
統
一
王
権
が
積
極
的
に
自
分
達

の
船
に
よ
っ
て
朝
鮮
へ
遣
使
し
た
形
跡
は
窺
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
琉
朝
直
接
通
交
の
時
代
全
体
を
通
し
て
の
整
理
と
時
期
区

分
の
再
設
定
を
行
っ
た
。
次
か
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
特
徴
を
追

っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

二
、一
五
世
紀
前
半
の
琉
朝
関
係

　
ま
ず
こ
こ
で
は
、
一
四
世
紀
末
か
ら
一
五
世
紀
前
半
に
あ
た
る
第

一
期
・
第
二
期
に
つ
い
て
、
よ
り
細
か
く
検
討
す
る
。

　
上
述
の
通
り
、
第
一
期
最
大
の
特
徴
は
被
虜
の
送
還
で
あ
る
。
倭

寇
と
そ
れ
に
伴
う
被
虜
の
送
還
は
、
当
時
の
東
ア
ジ
ア
で
共
通
の
国

際
問
題
と
な
っ
て
い
た）
1（
（

。
倭
寇
被
害
が
あ
る
程
度
収
ま
っ
た
後
も
転

売
さ
れ
た
被
虜
は
東
ア
ジ
ア
各
地
に
存
在
し
て
お
り
、
朝
鮮
の
場
合

は
西
日
本
各
地
の
現
地
権
力
に
そ
れ
ら
の
送
還
を
要
請
し
た
の
で
あ

る
。
こ
う
し
て
西
日
本
各
地
の
現
地
権
力
か
ら
被
虜
の
送
還
事
例
が

確
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
被
虜
転
売
の
分
布
は
、
概
ね

九
州
を
中
心
と
し
て
東
限
は
京
都
か
ら
南
限
は
琉
球
ま
で
広
が
っ
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る）
11
（

。な
お
後
述
す
る
第
三
期
に
は
、

前
期
倭
寇
の
被
害
の
終
息
に
伴
っ
て
、
被
虜
で
は
な
く
漂
流
民
送
還

の
事
例
が
増
加
す
る
。
し
か
し
、
被
虜
と
漂
流
民
の
扱
い
に
つ
い
て

は
質
的
な
違
い
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
考
え
ら
れ
、
西
日
本
に
お
け
る

被
虜
の
送
還
ル
ー
ト
は
、
漂
流
民
の
送
還
ル
ー
ト
で
も
あ
っ
た
。
ど

ち
ら
も
送
還
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
回
賜
品
を
入
手
す
る
こ
と
が
で

き
、
そ
れ
に
伴
っ
て
貿
易
を
行
う
こ
と
も
で
き
る
た
め
、
送
還
は
利

益
を
得
る
た
め
の
口
実
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
被
虜
・
漂

流
民
を
送
還
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
回
賜
品
を
入
手
す
る
と
い
う
形
態

は
一
種
の
奴
隷
貿
易
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
。

　
さ
て
、
第
一
期
に
行
わ
れ
た
被
虜
の
送
還
は
、
具
体
的
に
は

一
三
八
九
年
・
一
三
九
〇
年
に
高
麗
へ
、
一
三
九
二
年
・
一
三
九
四

年
・
一
三
九
七
年
・
一
四
〇
九
年
・
一
四
一
〇
年
に
李
朝
へ
送
ら
れ

た
計
七
回
で
あ
る
。

ま
た
第
一
期
の
他
の
特
徴
は
、
田
中
健
夫
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
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当
時
の
朝
鮮
が
南
山
王
の
亡
命
先
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。

琉
球
國
中
山
王
察
度
。
遣
使
奉
箋
。
獻
禮
物
。
發
還
被
擄
男

女
十
二
名
。
請
發
回
在
逃
山
南
王
子
承
察
度
。
其
國
。
世
子

武
寧
。
亦
於
　
王
世
子
。
奉
書
獻
禮
物
。

（『
実
録
』
太
祖
三
〔
一
三
九
四
〕
年
九
月
丙
午
条
）

琉
球
國
山
南
王
温
沙
道
。
率
其
屬
十
五
人
来
。
沙
道
見
逐
於

其
國
中
山
王
。
来
寓
晋
陽
。
國
家
歳
給
衣
食
。
至
是
。
　
上

以
失
國
流
離
。
　
賜
衣
服
米
菽
。
存
恤
之
。

（『
実
録
』
太
祖
七
〔
一
三
九
八
〕
年
二
月
癸
巳
条
）

こ
こ
か
ら
は
、
中
山
王
察
度
が
朝
鮮
国
王
に
朝
鮮
へ
亡
命
し
て

い
る
南
山
王
世
子
の
送
還
を
請
求
し
た
事
例
と
、
中
山
王
に
追
わ
れ

て
朝
鮮
へ
逃
亡
し
て
き
た
南
山
王
の
事
例
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ

う
な
南
山
と
朝
鮮
の
関
係
が
、
一
四
世
紀
以
前
か
ら
続
く
も
の
で
あ

っ
た
か
は
判
断
で
き
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
こ
の
時
点
で
、
南

山
王
が
朝
鮮
に
亡
命
し
、
庇
護
を
受
け
る
関
係
が
構
築
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
三
山
の
統
一
を
目
指
す
中
山
に
と
っ
て
南
山

と
朝
鮮
と
の
結
び
つ
き
は
解
決
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
課
題
で
あ
っ

た
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
中
山
に
よ
る
被
虜
の
送
還
は
、
朝
鮮
と
の
友

好
関
係
を
構
築
す
る
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。事
実
、

第
一
期
は
琉
朝
直
接
通
交
の
ど
の
時
期
よ
り
も
朝
鮮
人
を
送
還
し
て

お
り
、
当
時
の
中
山
が
積
極
的
に
朝
鮮
と
の
関
係
を
結
ぼ
う
と
し
た

こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
姿
勢
も
、
三
山
統
一
後
の
琉
球
か
ら
は
窺

え
な
く
な
る
。
上
述
の
通
り
、
第
二
期
に
な
る
と
朝
鮮
へ
の
遣
使
は

途
絶
え
、
琉
球
側
が
積
極
的
に
朝
鮮
へ
使
者
を
送
っ
た
形
跡
は
み
ら

れ
な
い
。
と
は
い
え
、
依
然
と
し
て
琉
球
国
内
に
は
多
く
の
朝
鮮
人

が
残
さ
れ
て
い
た）
11
（

。

結
局
、
第
二
期
に
琉
球
か
ら
朝
鮮
へ
遣
使
が
行
わ
れ
た
の
は
、

一
四
三
一
年
の
夏
礼
久
を
使
者
と
す
る
事
例
の
み
で
あ
る）
11
（

。
し
か
し

こ
の
唯
一
の
事
例
す
ら
も
、
一
四
二
九
年
に
琉
球
人
漂
流
民
が
朝
鮮

か
ら
送
還
さ
れ
た
返
礼
の
使
者
と
み
ら
れ）
11
（

、
従
来
の
琉
球
の
積
極
的

な
姿
勢
は
窺
え
な
い
。
ま
た
こ
の
使
者
は
、
対
馬
の
六
郎
次
郎
の
船

で
朝
鮮
へ
渡
っ
て
お
り
、
は
じ
め
て
倭
人
が
介
在
す
る
貿
易
形
態
で

あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
第
二
期
に
な
る
と
、
琉
球
か
ら
の
遣
使
は
減
少
す
る
代

わ
り
に
、「
民
間
ベ
ー
ス
の
海
域
交
流
」と
も
呼
べ
る
事
例
が
窺
え
る
。

村
井
章
介
は
、
古
琉
球
に
那
覇
港
へ
入
る
船
の
中
で
「
外
交
文
書
を

携
え
た
公
的
性
格
の
船
は
、む
し
ろ
少
数
派
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」

と
指
摘
し
、「
民
間
ベ
ー
ス
の
海
域
交
流
に
お
い
て
は
、
南
蛮
と
ヤ

マ
ト
諸
地
域
、
さ
ら
に
朝
鮮
ま
で
が
、
琉
球
を
な
か
だ
ち
と
し
て
結

ば
れ
て
い
た
」
と
す
る）
11
（

。
こ
の
村
井
章
介
の
指
摘
は
那
覇
港
に
入
る

船
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
第
二
期
に
は
琉
朝
間
で
も
、
こ
の
よ
う

な
外
交
文
書
を
携
え
な
い
人
々
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
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る
の
で
あ
る
。

琉
球
國
船
匠
進
見
様
小
船
下
司
水
色
。

（『
実
録
』
世
宗
一
五
〔
一
四
三
三
〕
年
七
月
庚
午
条
）

賜
六
郎
次
郎
米
豆
共
五
十
石
。
以
請
送
琉
球
國
船
匠
也
。

（『
実
録
』
世
宗
一
五
〔
一
四
三
三
〕
年
七
月
癸
酉
条
）

　
こ
の
史
料
は
、
対
馬
の
六
郎
次
郎
に
よ
っ
て
琉
球
の
船
匠
が
朝
鮮

へ
招
か
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
船
匠
は
、
後
に
朝
鮮
で
戦

艦
作
り
に
協
力
す
る
こ
と
と
な
る
が
、こ
の
人
物
の
移
動
に
際
し
て
、

琉
球
の
王
権
か
ら
何
ら
か
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
こ
と
は
記
さ
れ
て

い
な
い
。
な
お
、こ
の
船
匠
は
後
に
朝
鮮
で
妻
を
娶
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
公
的
な
使
者
と
は
違
っ
た
形
で
の
琉
朝
の
交
流
は
以
下

の
史
料
か
ら
も
窺
え
る
。

禮
曹
啓
。
琉
球
國
。
往
往
来
聘
。
而
我
國
。
無
通
解
其
文
者
。

請
令
中
外
。
搜
訪
通
解
琉
球
國
文
者
。
差
司
譯
院
訓
導
。
令

倭
學
生
兼
習
。
從
之
。

（『
実
録
』
世
宗
一
九
〔
一
四
三
七
〕
年
一
一
月
癸
丑
条
）

　
朝
鮮
へ
琉
球
の
者
が
し
ば
し
ば
や
っ
て
く
る
が
、
そ
の
言
葉
を
理

解
す
る
も
の
が
い
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
表
一
」
か
ら
も

わ
か
る
通
り
、
こ
の
前
後
に
は
琉
球
か
ら
朝
鮮
へ
の
遣
使
は
な
い
の

で
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
琉
球
の
者
と
は
、
公
的
性
格
の
も
の

で
は
な
く
、「
民
間
ベ
ー
ス
の
海
域
交
流
」
と
呼
べ
る
も
の
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
史
料
の
後
半
に
は
、
琉
球
の
言
葉
が

わ
か
る
者
を
見
つ
け
、
司
訳
院
の
訓
導
に
任
命
し
よ
う
と
す
る
内
容

が
記
さ
れ
て
お
り
、
朝
鮮
側
も
し
ば
し
ば
や
っ
て
く
る
琉
球
人
に
対

し
て
、
無
関
心
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　
第
二
期
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
外
交
文
書
を
携
え
な
い
人
の
移
動

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
ら
の
背
景
に
は
、
平
道
全
や
金
源

珍
に
代
表
さ
れ
る
倭
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で

き
る）
11
（

。
ま
た
、
こ
こ
で
史
料
に
記
録
さ
れ
て
い
る
交
流
に
は
、
一
六

世
紀
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
証
言
し
た
よ
う
な
内
容
、
つ
ま
り
「
彼
ら

の
国
王
は
、
未
婚
者
と
か
、
子
供
づ
れ
、
財
産
を
持
っ
た
も
の
な
ど

が
そ
の
土
地
を
出
る
こ
と
を
許
さ
な
い
」
と
い
う
姿
勢
を
読
み
取
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
交
流
か
ら
は
、
比
較
的
自
由
に
移
動

が
行
わ
れ
、
現
地
で
結
婚
す
る
事
例
す
ら
も
窺
え
る）
11
（

。
ま
た
現
地
で

死
亡
し
た
琉
球
人
に
つ
い
て
も
塩
漬
け
に
し
て
ま
で
琉
球
に
送
り
返

す
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
、
現
地
で
葬
ら
れ
て
い
る）
11
（

。

　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
時
期
区
分
の
第
二
期
に
は
、
外
交
文
書

を
携
え
た
公
的
な
使
者
で
な
い
「
民
間
ベ
ー
ス
の
海
域
交
流
」
と
も

い
え
る
人
の
移
動
が
確
認
で
き
る
。
こ
う
い
っ
た
記
録
は
、
第
一
期

に
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
ち
ょ
う
ど
第

一
期
の
外
交
文
書
を
携
え
た
使
者
が
、
史
料
上
か
ら
確
認
で
き
な
く

な
る
の
と
入
れ
替
わ
り
で
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
第
二

期
の
特
徴
と
い
え
る
。

　
一
四
五
三
年
の
道
安
を
使
者
と
す
る
事
例
以
後
、
再
び
琉
球
か
ら
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の
遣
使
が
増
え
る
が
、
そ
れ
ら
の
使
者
は
す
べ
て
倭
人
が
介
在
す
る

形
態
と
な
っ
て
い
く
。
こ
れ
以
後
を
第
三
期
と
し
て
い
る
が
、
こ
の

第
三
期
は
突
然
は
じ
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
倭
人
に
外
交
・
貿
易

を
委
託
す
る
形
態
は
第
二
期
の
段
階
で
既
に
準
備
さ
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
第
二
期
は
、
単
純
に
遣
使
が
減
少
し
た
時
代
と

と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
公
的
性
格
の
使
者
こ
そ
減
少
す
る
が
、「
民

間
ベ
ー
ス
の
海
域
交
流
」
は
活
発
化
し
て
い
っ
た
時
期
、
つ
ま
り
第

一
期
か
ら
第
三
期
へ
と
変
容
し
て
い
く
過
渡
期
と
と
ら
え
た
方
が
妥

当
で
あ
る
。

　
一
四
二
三
年
に
は
、
琉
球
の
使
者
を
名
乗
る
者
が
朝
鮮
に
や
っ
て

来
る
が
、
持
参
し
た
書
契
も
図
書
も
琉
球
の
も
の
と
違
う
こ
と
を
見

破
ら
れ
、
退
け
ら
れ
て
い
る）
11
（

。
こ
れ
は
一
五
世
紀
後
半
の
偽
使
問
題

と
同
じ
も
の
と
は
言
い
難
い
が
、
そ
れ
ら
の
原
型
と
と
ら
え
る
こ
と

は
で
き
る
。
そ
し
て
上
述
し
た
よ
う
に
一
四
三
一
年
の
夏
礼
久
の
事

例
は
、
倭
人
の
船
に
便
乗
し
て
朝
鮮
へ
赴
い
た
最
初
の
例
で
あ
り
、

第
三
期
以
降
に
何
度
か
見
ら
れ
る
同
様
の
形
態
の
前
例
と
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
第
一
期
・
第
二
期
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
こ
こ
ま
で
の

時
期
に
限
っ
て
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
点
を
指
摘
で
き
る
。
①
従

来
、
琉
朝
直
接
通
交
は
琉
球
側
か
ら
積
極
的
に
行
わ
れ
た
も
の
と
さ

れ
て
き
た
。
し
か
し
、
第
一
期
と
第
二
期
の
う
ち
で
、
積
極
的
に
関

係
を
築
こ
う
と
し
た
の
は
第
一
期
の
三
山
時
代
で
あ
り
、
第
二
期
に

琉
球
の
統
一
政
権
が
行
っ
た
遣
使
は
一
四
三
一
年
の
一
回
の
み
で
あ

っ
た
。
そ
の
遣
使
で
す
ら
も
、
朝
鮮
が
行
っ
た
漂
流
民
送
還
へ
の
返

礼
が
目
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
倭
人
の
船
に
便
乗
す
る
形
態
を

と
る
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
期
の
琉
球
の
統
一
政
権
は
、
朝
鮮
へ
の

遣
使
に
消
極
的
で
あ
っ
た
と
ま
で
は
言
い
切
れ
な
い
が
、
遣
使
状
況

か
ら
み
て
積
極
的
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
②
こ
の
時

期
の
朝
鮮
へ
の
遣
使
に
お
い
て
「
国
営
」
の
根
拠
と
さ
れ
る
王
の
統

制
力
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
送
ら
れ
た
使
者
を
は
じ
め
、
漂
流

民
や
倭
人
に
招
か
れ
た
船
匠
な
ど
か
ら
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
報
告
に

あ
る
よ
う
な
帰
国
の
義
務
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ

琉
球
は
従
来
か
ら
存
在
し
て
い
た
「
民
間
ベ
ー
ス
の
海
域
交
流
」
を

容
認
す
る
立
場
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、一
五
世
紀
後
半
の
琉
朝
関
係

　
さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
一
五
世
紀
後
半
に
あ
た
る
第
三
期
以
降
の
時

期
を
検
討
し
て
い
く
。

朝
鮮
へ
の
遣
使
に
積
極
的
と
は
い
え
な
か
っ
た
琉
球
の
統
一
政

権
が
、
態
度
を
一
変
し
て
自
発
的
に
朝
鮮
へ
遣
使
を
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
第
三
期
で
あ
る
。
こ
の
第
三
期
に
は
、
琉
球
に
委
託
さ
れ

た
倭
人
に
よ
っ
て
多
く
の
漂
流
民
が
送
還
さ
れ
た
。

一
四
五
三
年
に
道
安
に
よ
っ
て
二
名
の
朝
鮮
人
漂
流
民
が
送
還
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さ
れ
、
琉
球
か
ら
朝
鮮
へ
の
遣
使
が
再
開
さ
れ
る
。
し
か
し
見
方
を

変
え
れ
ば
、
こ
の
遣
使
こ
そ
が
琉
球
の
統
一
政
権
か
ら
の
初
の
積
極

的
な
遣
使
事
例
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
二
名
の
漂
流

民
万
年
と
丁
禄
は
後
に
、
送
還
ま
で
の
過
程
を
詳
細
に
証
言
し
て
お

り
、
具
体
的
な
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る）
1（
（

。

万
年
ら
六
人
は
一
四
五
〇
年
の
一
二
月
に
漂
流
し
、
ト
カ
ラ
列

島
に
漂
着
し
た
が
、
二
人
は
病
死
し
た
。
残
り
の
四
人
の
う
ち
、
二

人
は
薩
摩
の
人
が
引
き
取
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
当
時
の

ト
カ
ラ
列
島
の
臥
蛇
島
が
「
半
ば
琉
球
に
属
し
、半
ば
薩
摩
に
属
す
」

状
態
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
残
る
万
年
と
丁
禄
は
奄
美
大
島
に
て

奴
隷
と
し
て
売
ら
れ
る
も
、
万
年
は
琉
球
王
弟
に
よ
っ
て
買
わ
れ
、

首
里
城
内
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で
万
年
は
中
山
王
に
命

じ
ら
れ
「
火
筒
」
を
学
ぶ
こ
と
に
な
り
、
そ
の
後
は
盗
人
を
見
つ
け

た
功
績
に
よ
っ
て
倉
庫
番
の
任
務
を
与
え
ら
れ
る
。
後
日
、
琉
球
人

に
使
役
さ
せ
ら
れ
て
い
た
丁
禄
を
買
い
戻
し
、
三
年
後
、
琉
球
へ
や

っ
て
き
た
博
多
の
道
安
の
船
に
乗
せ
ら
れ
、
二
人
は
朝
鮮
へ
送
還
さ

れ
る
。
以
上
が
送
還
ま
で
の
過
程
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
送
還
の
際
に
朝
鮮
に
齎
さ
れ
た
琉
球
国
王
の
咨
文

に
は
以
下
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

琉
球
國
中
山
王
。
尚
金
福
使
道
安
。
来
獻
方
物
。
其
齎
来
咨

文
曰
。〔
略
〕
爲
此
參
照
。
係
干
遠
人
。
給
恤
衣
糧
外
。
竊
念

卑
國
。
自
先
祖
王
。
契
通
貴
國
。
至
今
多
年
。
本
欲
遣
使
。

備
船
遞
送
。
奈
缺
諳
曉
海
道
之
人
。

（『
実
録
』
瑞
宗
元
〔
一
四
五
三
〕
年
四
月
辛
亥
条
）

こ
れ
に
よ
る
と
、
琉
球
国
王
は
漂
流
民
を
送
還
し
た
い
と
望
ん

で
い
た
が
「
海
道
を
諳
暁
す
る
人
」
を
欠
い
て
い
た
た
め
、
果
た
す

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
な
お
、
上
述
し
た
一
四
三
一

年
の
夏
礼
久
の
齎
し
た
咨
文）
11
（

に
も
「
能
く
海
道
を
諳
ん
ず
る
の
人
」

が
い
な
か
っ
た
た
め
通
交
出
来
な
か
っ
た
と
同
様
の
文
言
が
見
ら
れ

る
。こ

の
よ
う
に
第
二
期
か
ら
第
三
期
初
頭
に
か
け
て
の
琉
球
に
は
、

朝
鮮
へ
の
海
路
を
知
る
も
の
が
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
琉
球
は
基

本
的
に
朝
鮮
へ
遣
使
す
る
必
要
が
無
く
、
一
四
三
一
年
の
事
例
の
よ

う
に
必
要
に
迫
ら
れ
た
場
合
に
の
み
、
倭
人
に
委
託
す
る
と
い
う
ス

タ
ン
ス
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
で
は
、
琉
球
が
そ
れ
ま
で
の
態
度
を
翻
し
、
朝
鮮
に
遣
使
を
再
開

し
た
意
図
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
の
研
究
で
指
摘

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
第
三
期
に
お
け
る
琉
球
の
遣
使
目
的
の
一
つ

が
、
大
蔵
経
の
入
手
で
あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
、
琉
球
に
お

い
て
は
仏
教
が
隆
盛
し
、
仏
典
の
需
要
が
増
大
し
て
い
っ
た
。
こ
れ

に
つ
い
て
琉
球
の
正
史
で
あ
る
『
中
山
世
譜）
11
（

』
に
は
以
下
の
よ
う
に

記
述
さ
れ
て
い
る
。

景
泰
年
間
。一
僧
至
國
。諱
承
琥
。字
芥
隱
。日
本
平
安
城
人
也
。

王
命
輔
臣
。
新
構
三
寺
。
一
曰
廣
嚴
（
今
存
）。
一
曰
普
門
。
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一
曰
天
龍
（
倶
今
不
存
）。

令
芥
隱
和
尚
。
爲
開
山
正
住
持
。
而
輪
流
居
焉
。

王
受
其
教
。
禮
待
甚
優
。
而
國
人
崇
佛
重
僧
。
由
是
。
王
大
喜
。

景
泰
天
順
間
。
卜
地
于
各
處
。
多
建
寺
院.

并
鑄
巨
鐘
。
懸
于

各
寺
。
朝
夕
令
諸
僧
。
談
經
説
法
參
禪
禮
佛
。
以
祈
昇
平
之
治
。

雖
漢
明
梁
武
。
亦
無
能
出
于
其
右
焉
。
誠
此
我
國
佛
法
之
明

君
也
（
即
今
禁
中
。
或
寺
廟
。
所
有
巨
鐘
。
乃
景
泰
天
順
間
。

尚
泰
久
王
所
鑄
也
）。

（『
中
山
世
譜
』
巻
五 

景
泰
七
〔
一
四
五
六
〕
年
）

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
四
五
〇
年
代
前
半
に
京
都
五
山
よ
り
禅
僧
の

芥
隠
が
来
琉
し
、当
時
の
中
山
王
尚
泰
久
は
三
つ
の
寺
院
を
開
い
た
。

王
は
芥
隠
の
教
え
を
受
け
て
、
多
く
の
寺
社
を
建
立
し
、
そ
の
仏
教

を
推
進
す
る
様
は
中
国
の
梁
武
に
も
勝
る
「
仏
法
の
名
君
」
と
称
さ

れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
知
名
定
寛
は
、
尚
泰
久
が
仏
教
事
業
を
盛
ん
に
行
っ
た
背
景
に
は

「
芥
隠
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
日
本
禅
林
界
と
の
関
係
を
持
つ
僧
侶

の
外
交
手
腕
に
、
日
本
と
の
効
率
的
な
交
易
を
期
待
す
る
と
い
う
事

情
」
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る）
11
（

。
そ
の
う
え
で
、

対
外
貿
易
が
重
要
な
財
源
で
あ
っ
た
琉
球
は
、
王
国
を
安
定
し
て
運

営
し
て
い
く
た
め
に
、
多
く
の
外
交
僧
を
必
要
と
し
、「
そ
の
よ
う

な
僧
侶
の
招
致
・
確
保
・
育
成
の
受
け
皿
と
し
て
の
具
体
策
が
数
多

く
の
寺
院
建
立
と
梵
鐘
鋳
造
で
あ
り
、
そ
れ
に
と
も
な
う
仏
教
興
隆

政
策
だ
っ
た
」
と
結
論
付
け
て
い
る）
11
（

。

　
さ
て
、
道
安
の
証
言
に
よ
れ
ば
当
時
の
九
州
沿
岸
の
治
安
は
悪

く）
11
（

、
遣
使
を
望
む
琉
球
に
と
っ
て
み
れ
ば
倭
人
に
委
託
し
た
方
が
よ

り
リ
ス
ク
を
減
ら
し
て
目
的
を
達
成
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

な
倭
人
に
よ
る
治
安
の
悪
化
は
、
第
二
期
の
夏
礼
久
も
「
倭
人
阻
隔

し
」
と
証
言
し
て
お
り）
11
（

、
そ
れ
ま
で
の
琉
球
が
積
極
的
に
朝
鮮
へ
遣

使
を
し
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
の
と
推

測
で
き
る
。
第
二
期
に
お
い
て
琉
球
は
、
リ
ス
ク
を
負
っ
て
ま
で
朝

鮮
に
遣
使
す
る
メ
リ
ッ
ト
が
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
倭
人
に
し
て
み
て
も
、
琉
球
使
節
と
い
う
名
目
を
得
て
朝

鮮
へ
通
交
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
存
在
し
た
。
琉
球
と
倭
人
の

利
害
が
一
致
し
た
時
、
倭
人
に
委
託
す
る
第
三
期
の
よ
う
な
形
態
が

生
ま
れ
、
そ
れ
は
高
良
倉
吉
が
指
摘
す
る
よ
う
に
相
互
補
完
的
な
関

係
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う）
11
（

。

　
こ
の
通
交
の
口
実
と
し
て
、
漂
流
民
の
送
還
は
重
要
な
役
割
を
果

た
し
た
。
田
中
健
夫
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
倭
人
が
使
者
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
朝
鮮
側
に
と
っ
て
み
れ
ば
漂
流
民
を
送
還
し
て
く
る
限

り
、
積
極
的
に
は
な
れ
な
い
が
無
関
心
で
い
る
こ
と
も
で
き
な
い
状

態
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る）
11
（

。

　
し
か
し
、
こ
の
漂
流
民
送
還
を
口
実
と
す
る
爆
発
的
な
遣
使
の
増

大
は
、
従
来
使
者
に
対
し
て
朝
鮮
側
が
行
っ
て
い
た
衣
服
の
下
賜
に

も
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
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一
四
世
紀
末
か
ら
一
六
世
紀
初
頭
に
お
け
る
琉
朝
関
係
の
推
移
（
牟
田
）

禮
曹
啓
。
倭
人
来
朝
者
。
對
馬
州
人
則
受
職
者
外
。
不
賜
衣

服
。
若
深
遠
處
。
則
雖
微
者
。
例
皆
賜
給
。
然
毎
年
来
者
絡
繹
。

後
將
難
繼
。
請
自
今
。
日
本
琉
球
國
大
内
京
極
畠
山
山
名
殿

管
提
源
教
直
使
者
上
副
官
人
外
。
若
船
主
押
物
侍
奉
及
諸
處

使
者
。
一
依
對
馬
州
例
。
勿
給
。
　
從
之
。

（『
実
録
』
世
祖
五
〔
一
四
五
九
〕
年
一
二
月
壬
子
条
）

　
こ
の
史
料
は
、
一
四
五
九
年
に
礼
曹
が
衣
服
を
下
賜
す
る
対
象
を

制
限
し
た
い
と
の
内
容
を
上
奏
し
て
、
認
め
ら
れ
た
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
具
体
的
に
は
、
来
朝
し
て
く
る
も
の
が
あ
ま
り
に
も
多
い
た

め
「
日
本
・
琉
球
国
、
大
内
・
京
極
・
畠
山
・
山
名
殿
、
管
提
源
教

直
の
使
者
の
上
副
官
人
」
を
除
い
て
、
そ
れ
以
外
の
、
船
主
や
僧
と

い
っ
た
乗
船
員
に
は
衣
服
を
賜
与
し
な
い
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
下
賜
対
象
の
制
限
か
ら
、
朝
鮮
側
の
負
担
を
軽
減
す
る
意
図

が
推
測
で
き
、
遣
使
の
増
大
が
朝
鮮
側
に
と
っ
て
負
担
と
な
っ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
制
限
も
あ
っ
て
か
、
一
四
六
一
年
の

第
三
期
最
後
の
使
者
は
琉
球
人
普
須
古
が
務
め
る
こ
と
と
な
る）
11
（

。

　
さ
て
、
第
四
期
に
な
る
と
再
び
流
朝
関
係
が
変
容
す
る
。
第
一
期

や
第
三
期
と
明
ら
か
に
異
な
る
点
と
し
て
、
文
書
形
式
が
は
っ
き
り

せ
ず
、
外
交
の
主
体
に
琉
球
国
王
以
外
の
者
た
ち
が
登
場
す
る
こ
と

が
指
摘
で
き
る
。
さ
ら
に
こ
の
時
期
に
は
、
琉
球
か
ら
の
遣
使
の
場

合
必
ず
行
わ
れ
て
い
た
被
虜
・
漂
流
民
の
送
還
が
一
回
も
行
わ
れ
て

い
な
い
。
こ
こ
か
ら
も
、
明
ら
か
に
こ
れ
ま
で
と
性
質
の
違
う
遣
使

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
一
四
六
八
年
に
は
「
琉
球
国
王
弟
閔
意
」
か
ら
の
使
者
古
都
老
（
小

太
郎
）
や
「
琉
球
国
総
守
将
李
金
玉
」
か
ら
の
使
者
が
訪
れ
、
翌
年

に
は「
琉
球
国
中
平
田
大
島
平
州
守
等
悶
意
」が
訪
れ
る
。中
で
も「
悶

意
（
閔
意
）」
は
こ
の
後
も
度
々
現
れ
、
そ
の
都
度
別
の
肩
書
き
で

遣
使
を
行
っ
た）
1（
（

。
さ
ら
に
一
四
七
二
年
に
は
「
琉
球
国
喜
里
主
」
を

称
す
る
者
か
ら
の
使
者
が
朝
鮮
を
訪
れ
る
が
、
朝
鮮
側
は
こ
の
使
者

を
警
戒
し
て
接
待
を
行
わ
ず
、
給
料
を
減
ら
す
こ
と
を
決
定
し
た）
11
（

。

　
ま
た
上
述
し
た
よ
う
に
、
第
四
期
末
か
ら
琉
朝
関
係
を
仲
介
し
た

倭
人
た
ち
に
よ
っ
て
独
自
の
符
験
制
度
が
作
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
。
橋
本
雄
は
、
こ
の
符
験
制
度
を
朝
鮮
側
が
受
け

入
れ
た
理
由
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。「
偽
の
『
琉
球
国
王
使
』

の
書
契
―
割
印
制
が
効
果
を
発
揮
し
え
た
の
は
、《
倭
人
海
商
》
の

博
多
商
人
が
当
時
の
東
ア
ジ
ア
国
際
慣
行
を
熟
知
し
て
い
た
か
ら
で

は
」
な
く
、「
朝
鮮
王
朝
側
の
交
隣
原
則
―
書
契
に
よ
る
交
隣
―
と

た
ま
た
ま
合
致
し
て
い
た
か
ら
に
過
ぎ
な
い
」
と
し
、
こ
の
書
契
に

よ
る
遣
使
は
朝
鮮
側
の
華
夷
意
識
も
満
足
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と

す
る）
11
（

。

　
こ
の
独
自
の
符
験
制
度
の
も
と
、
第
五
期
に
は
、
朝
鮮
へ
の
遣
使

は
博
多
で
製
作
さ
れ
た
書
契
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
倭

人
の
行
動
は
、
遣
使
の
当
事
者
で
あ
っ
た
は
ず
の
琉
球
に
と
っ
て
ど

の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
手
が
か
り
と
な
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る
の
が
、
一
四
七
九
年
に
朝
鮮
へ
送
還
さ
れ
た
漂
流
民
金
非
衣
の
証

言
で
あ
る）
11
（

。

　
金
非
衣
等
八
人
は
一
四
七
七
年
に
漂
流
し
、
与
那
国
島
に
辿
り
着

く
も
船
が
壊
れ
五
人
が
溺
死
し
た
。
金
非
衣
含
む
残
り
三
人
は
海
面

を
漂
っ
て
い
た
と
こ
ろ
与
那
国
島
の
漁
船
に
助
け
ら
れ
る
。そ
の
後
、

半
年
間
与
那
国
島
に
滞
在
し
た
彼
ら
は
、
西
表
島
、
波
照
間
島
、
新

城
島
、
黒
島
、
多
良
間
島
、
伊
良
部
島
、
宮
古
島
と
次
々
に
送
ら
れ
、

最
終
的
に
琉
球
国
へ
辿
り
着
く
。
こ
の
間
、
金
非
衣
ら
は
そ
れ
ぞ
れ

の
島
民
と
接
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
島
の
情
報
を
記
憶
し
、
送
還
後

に
証
言
し
て
い
る
。
そ
の
証
言
は
、
地
形
や
風
俗
か
ら
そ
の
島
に
生

息
す
る
動
物
や
虫
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
、
当
時
の
離
島
の
状
況
を
知

る
基
本
史
料
と
な
っ
て
い
る
。

　
金
非
衣
等
を
朝
鮮
へ
送
還
す
る
に
あ
た
っ
て
の
琉
球
国
王
と
の
や

り
と
り
か
ら
、
琉
球
の
倭
人
に
対
す
る
認
識
を
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
。俺

等
凡
留
三
朔
。
語
通
事
請
還
本
國
。
通
事
達
國
王
。
國
王

答
曰
。
日
本
人
性
惡
。
不
可
保
。
欲
遣
爾
江
南
。
俺
等
前
此

問
於
通
事
。
知
日
本
近
。
江
南
遠
。
故
請
往
日
本
國
。
適
有

日
本
覇
家
臺
人
新
伊
四
郎
等
。
以
商
販
来
到
。
請
于
國
王
曰
。

我
國
與
朝
鮮
通
好
。願
率
此
人
。保
護
還
歸
。國
王
許
之
。且
曰
。

在
途
備
加
撫
恤
。
領
回
。

（『
実
録
』
成
宗
一
〇
〔
一
四
七
九
〕
年
六
月
乙
未
条
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
金
非
衣
等
が
朝
鮮
へ
の
帰
国
を
望
ん
だ
と
こ

ろ
、
琉
球
国
王
は
日
本
の
人
は
「
性
悪
」
で
あ
る
た
め
、
倭
人
に
送

還
を
請
け
負
わ
せ
ず
中
国
経
由
で
送
還
し
た
い
と
述
べ
た
。
こ
の
国

王
が
望
ん
だ
中
国
経
由
で
の
送
還
ル
ー
ト
は
一
六
世
紀
以
降
に
み
ら

れ
る
送
還
ル
ー
ト
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
結
局
金
非
衣
等
は
、
中

国
経
由
の
ル
ー
ト
が
九
州
を
北
上
す
る
ル
ー
ト
よ
り
も
遠
回
り
で
あ

る
こ
と
を
事
前
に
通
事
か
ら
知
ら
さ
れ
て
お
り
、
九
州
の
ル
ー
ト
を

望
ん
だ
。
そ
し
て
結
果
的
に
琉
球
へ
や
っ
て
来
た
博
多
の
海
商
に
託

し
て
朝
鮮
へ
送
還
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
事
例
か
ら
指
摘
で
き
る
こ
と
と
し
て
、
一
つ
目
は
九
州
ル
ー

ト
で
送
還
す
る
場
合
は
倭
人
に
委
託
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
お

り
、
琉
球
が
自
ら
船
を
出
し
て
送
還
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
読

み
取
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
二
つ
目
は
、
倭
人
に
委

託
す
る
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
琉
球
国
王
で
は
あ
る
が
、
送
還
す
る

こ
と
と
な
っ
た
倭
人
に
対
し
て
は
、
道
中
の
漂
流
民
の
安
全
に
注
意

す
る
よ
う
に
命
令
し
、
送
還
を
委
託
さ
れ
た
倭
人
も
そ
の
命
令
を
遵

守
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
海
商
は
、
漂
流
民
の
体
調
が
悪
い
場
合

に
は
介
抱
し
、
排
泄
時
に
は
彼
ら
が
船
か
ら
落
ち
な
い
よ
う
に
気

を
配
っ
て
い
る）
11
（

。
須
田
牧
子
は
、「
朝
鮮
漂
流
民
は
『
琉
球
国
王
使
』

と
い
う
通
常
よ
り
も
有
利
な
形
で
、
朝
鮮
に
通
交
す
る
た
め
の
大
事

な
道
具
で
あ
り
、
死
な
れ
で
も
し
た
ら
チ
ャ
ン
ス
を
逸
す
る
こ
と
に

な
る
」
と
い
う
事
情
が
、
結
果
的
に
漂
流
民
が
無
事
に
送
還
さ
れ
た
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要
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る）
11
（

。

　
以
上
の
事
か
ら
、
第
五
期
に
お
い
て
琉
球
国
王
は
、
漂
流
民
を
倭

人
に
託
し
て
朝
鮮
へ
送
還
す
る
こ
と
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
っ
た
。

金
非
衣
の
事
例
か
ら
み
る
か
ぎ
り
、
送
還
を
願
い
出
た
の
は
倭
人
側

で
あ
り
、
第
五
期
に
お
い
て
行
わ
れ
た
二
回
の
送
還
事
例
は
、
第
一

期
・
第
三
期
の
送
還
と
は
異
な
り
、
琉
球
国
王
が
望
む
も
の
で
は
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
む
し
ろ
中
国
を
経
由
し
て
で
も
、
従
来
の

九
州
を
北
上
す
る
ル
ー
ト
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
姿
勢
が
読
み
取

れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
第
三
期
以
降
一
五
世
紀
後
半
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
第

二
期
に
は
じ
め
て
行
わ
れ
た
倭
人
が
介
在
す
る
遣
使
は
、
第
三
期
に

な
る
と
琉
朝
関
係
の
基
本
的
な
形
態
へ
と
変
容
し
て
い
っ
た
。
し
か

し
そ
の
結
果
、
偽
使
と
い
う
問
題
を
引
き
起
こ
し
、
一
五
世
紀
末
に

は
倭
人
に
対
す
る
不
信
感
を
増
大
さ
せ
る
結
果
と
な
る
。

四
、
直
接
通
交
の
断
絶
と
そ
の
後
の
関
係

　
最
後
に
、第
六
期
の
遣
使
と
直
接
通
交
の
断
絶
に
つ
い
て
検
討
し
、

琉
朝
直
接
通
交
全
体
を
通
し
て
の
推
移
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
き
た

い
。

　
一
五
〇
〇
年
に
朝
鮮
へ
訪
れ
た
梁
広
が
、
結
果
と
し
て
琉
朝
直
接

通
交
最
後
の
使
者
と
な
る
。
こ
れ
に
関
し
て
の
記
述
は
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
。

禮
曹
啓
。
琉
球
國
使
臣
初
到
浦
。
言
。
一
船
三
百
五
十

人
。
二
船
七
十
人
。
三
船
三
十
人
。
柴
水
船
二
十
人
。
合

四
百
七
十
人
。
而
本
國
人
則
上
副
官
人
並
伴
從
人
二
十
二
人

而
已
。
今
接
待
者
三
船
。
而
毎
一
船
只
待
四
十
。

（『
実
録
』
燕
山
君
七
〔
一
五
〇
一
〕
年
正
月
己
未
条
）

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
使
節
の
大
半
は
倭
人
で
あ
り
、
琉
球
人
は

正
・
副
使
を
除
く
と
わ
ず
か
二
二
人
の
み
で
あ
っ
た
が
、
四
〇
年
ぶ

り
の
咨
文
を
携
え
た
使
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
使
者
が
携
え
た
咨
文
の

内
容
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

琉
球
國
使
臣
肅
拜
。
其
國
王
書
云
。
琉
球
國
中
山
王
尚
眞
謹

啓
朝
鮮
國
王
殿
下
。
伏
以
。
推
誠
結
信
。
天
理
之
共
由
。
歃

血
要
盟
。
人
心
之
獨
得
。
第
見
貴
國
仁
恩
廣
被
。
徳
化
彌
弘
。

是
以
。
自
先
祖
因
建
天
禪
寺
。
謂
無
經
傳
。
特
差
正
使
普
須
古
。

副
使
蔡
璟
等
。
齎
捧
咨
文
。
禮
物
。
詣
前
求
請
大
藏
尊
經
全
部
。

到
國
外
。
毎
欲
遣
使
。
梯
山
航
海
前
来
。
乃
不
諳
水
路
阻
隔
。

鱗
鴻
久
曠
。
莫
能
詣
前
。
近
来
鼎
建
興
國
禪
寺
。
思
無
經
典
。

想
懷
之
閒
。
有
日
本
客
商
船
一
隻
到
國
。
仍
特
遣
正
使
梁
廣
。

副
使
梁
椿
等
。
謹
齎
咨
文
并
禮
物
。
順
搭
前
捧
獻
。
求
請
大

藏
尊
經
全
部
。
萬
望
賢
王
。
啓
山
海
之
量
。
納
涓
杓
之
誠
。

乞
賜
到
國
開
諷
。
永
鎭
國
家
。
無
任
瞻
仰
之
至
。

（『
実
録
』
燕
山
君
六
〔
一
五
〇
〇
〕
年
一
一
月
丁
卯
条
）
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史
苑
（
第
七
三
巻
第
一
号
）

　
ま
ず
一
四
六
一
年
の
普
須
古
等
に
よ
る
遣
使
を
引
き
合
い
に
出

し
、
そ
の
後
に
近
年
琉
球
で
興
国
禅
寺
を
建
造
し
た
が
、
経
典
が
無

い
た
め
再
び
大
蔵
経
を
請
求
す
る
、と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、

今
ま
で
遣
使
で
き
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
相
変
わ
ら
ず
「
水
路

を
諳
ん
ぜ
ず
」
と
の
こ
と
で
従
来
の
遣
使
と
変
わ
ら
な
い
。

　
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
一
五
〇
〇
年
の
大
蔵
経
請
求
に
つ
い

て
四
〇
年
も
前
の
一
四
六
一
年
の
事
例
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
一
四
六
一
年
の
事
例
は
、
今
回
の
ケ
ー
ス

と
よ
く
似
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
時
は
天
界
寺
を
建
造
し
た
が
経
典

が
無
い
た
め
大
蔵
経
を
乞
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

琉
球
側
が
大
蔵
経
を
請
求
し
て
入
手
に
成
功
し
た
事
例
は
、
よ
り
近

い
時
代
に
も
確
認
で
き
る
。
例
え
ば
一
四
六
七
年
の
事
例
が
そ
う
で

あ
り
、こ
ち
ら
を
引
き
合
い
に
出
さ
な
か
っ
た
こ
と
は
疑
問
で
あ
る
。

　
一
四
六
七
年
に
は
三
月
と
七
月
に
二
件
の
遣
使
が
確
認
で
き
る

が
、
ど
ち
ら
も
記
録
の
内
容
が
極
端
に
少
な
く
詳
細
は
不
明
で
あ

る）
11
（

。
特
徴
的
な
の
は
、
ど
ち
ら
の
遣
使
に
お
い
て
も
朝
鮮
国
王
へ
鸚

鵡
が
献
上
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
記
述
は
、
同
一
の
遣

使
を
指
し
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。こ
の
遣
使
に
つ
い
て『
中

山
世
譜
』
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

王
遣
使
。
往
朝
鮮
。
呈
進
鸚
鵡
孔
雀
等
物
。
使
者
回
日
。
朝

鮮
王
李
瑈
。
仍
以
方
冊
蔵
経
。
亦
托
使
者
。
帶
回
進
王
。

王
大
喜
。
以
爲
護
國
之
寶
。

（『
中
山
世
譜
』
巻
五 

成
化
三
〔
一
四
六
七
〕
年
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
四
六
七
年
に
琉
球
は
朝
鮮
へ
鸚
鵡
と
孔
雀

を
献
上
し
、
大
蔵
経
を
手
に
入
れ
、「
護
国
の
宝
」
と
し
た
と
さ
れ

る
。
つ
ま
り
、
一
四
六
七
年
の
段
階
で
も
大
蔵
経
の
入
手
に
は
成
功

し
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
五
〇
〇
年
の
遣
使
で
は

一
四
六
一
年
の
事
例
を
引
き
合
い
に
出
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ

ら
の
遣
使
が
従
来
の
倭
人
に
委
託
す
る
形
態
で
は
な
く
、
琉
球
人
が

使
者
を
担
当
し
た
と
い
う
意
味
で
、
他
の
遣
使
と
は
区
別
す
べ
き
特

殊
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
一
五
〇
〇
年
の
遣
使
を
最
後
に
、
琉
朝
の
直
接
通

交
は
断
絶
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
次
に
直
接
通
交
断
絶
後
に
つ
い
て

僅
か
で
は
あ
る
が
検
討
す
る
。

第
五
期
に
行
わ
れ
た
漂
流
民
金
非
衣
の
送
還
の
事
例
か
ら
、

一
四
七
九
年
の
時
点
で
琉
球
国
王
が
倭
人
を
信
用
し
て
お
ら
ず
、
中

国
を
経
由
し
て
の
朝
鮮
人
送
還
を
望
ん
で
い
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ

た
。
こ
こ
で
は
反
対
に
、
朝
鮮
側
か
ら
琉
球
へ
送
還
さ
れ
る
事
例）
11
（

か

ら
、
琉
朝
間
に
介
在
す
る
倭
人
に
対
し
て
朝
鮮
側
が
ど
の
よ
う
な
認

識
を
示
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
直
接
通
交
断
絶
後
の
一
五
三
〇
年
、
朝
鮮
に
琉
球
人
が
漂
着
し
た

が
、
彼
ら
を
送
還
す
る
に
あ
た
っ
て
二
つ
の
問
題
が
発
生
す
る
。
一

つ
目
の
問
題
は
、
漂
流
民
の
話
す
言
葉
が
通
じ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ

る
。倭
漢
学
通
事
や
済
州
か
ら
連
れ
て
来
た
人
に
通
訳
を
さ
せ
る
も
、



－  90  －－  91  －

一
四
世
紀
末
か
ら
一
六
世
紀
初
頭
に
お
け
る
琉
朝
関
係
の
推
移
（
牟
田
）

完
全
に
理
解
す
る
人
が
お
ら
ず
片
言
で
の
や
り
と
り
と
な
っ
て
し
ま

う
。
結
局
、
一
五
〇
〇
年
の
梁
広
の
時
の
よ
う
に
通
訳
を
倭
人
に
依

頼
す
る
も
、
漂
流
民
が
離
島
の
出
身
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
や
は
り

言
葉
が
通
じ
な
か
っ
た
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
二
つ
目
の
問
題
が
発
生
す
る
。
そ
れ
は
、
漂
流
民

の
送
還
を
ど
の
よ
う
な
形
で
行
う
か
意
見
が
分
か
れ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
礼
曹
は
、
漂
流
民
を
中
国
に
連
れ
て
行
き
、
そ
こ
で
琉
球

使
節
に
引
き
渡
す
形
で
の
送
還
を
提
案
す
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
朝

鮮
国
王
は
、
言
葉
が
通
じ
な
い
問
題
と
中
国
で
琉
球
使
節
に
出
会
え

な
い
可
能
性
を
危
惧
し
て
、
議
政
府
と
礼
曹
に
検
討
す
る
こ
と
を
命

じ
る
。
こ
の
議
論
の
末
、
前
例
の
な
い
こ
と
は
す
る
べ
き
で
は
な
い

と
の
意
見
が
受
け
入
れ
ら
れ
、
結
果
的
に
漂
流
民
は
倭
人
に
託
し
て

送
還
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
決
定
を
聞
い
た
漂
流

民
は
「
中
夜
痛
哭
」
し
て
悲
し
ん
だ
た
め
、
そ
れ
を
受
け
て
朝
鮮
国

王
は
決
定
を
翻
し
、
中
国
経
由
で
の
送
還
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
議
論
か
ら
は
、
い
か
に
確
実
に
漂
流
民
を
琉
球
へ
送
還

す
る
か
、
と
い
う
論
点
が
読
み
取
れ
る
。
朝
鮮
国
王
は
中
国
へ
連
れ

て
行
っ
て
も
確
実
性
が
無
い
と
い
う
点
か
ら
倭
人
に
委
託
す
る
こ
と

を
提
案
す
る
が
、
礼
曹
は
倭
人
に
委
託
す
れ
ば
「
欺
罔
の
事
」
が
有

る
可
能
性
を
指
摘
し
、
中
国
経
由
で
の
送
還
を
提
案
す
る
。「
欺
罔

の
事
」
と
は
、
漂
流
民
を
倭
人
に
委
託
す
る
際
に
、
倭
人
が
朝
鮮
へ

見
返
り
と
し
て
求
請
す
る
品
物
が
非
常
に
多
い
う
え
、
漂
流
民
を
確

実
に
送
還
す
る
か
が
わ
か
ら
ず
、
見
返
り
を
持
ち
逃
げ
さ
れ
る
だ
け

な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
礼
曹
が
疑

う
の
に
は
理
由
が
有
り
、
そ
れ
も
議
論
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
よ
り
以
前
に
琉
球
の
漂
流
民
を
倭
人
に
託
し

て
送
還
し
た
が
、
そ
の
返
し
に
琉
球
か
ら
届
い
た
書
契
が
従
来
の
も

の
と
大
き
く
違
っ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
礼
曹
は
、
倭
人
に
よ
る
書
契

の
偽
造
を
疑
い
、
そ
の
た
め
に
漂
流
民
が
琉
球
へ
送
還
さ
れ
な
か
っ

た
可
能
性
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、
こ
の
時
点
で
礼
曹
は
倭
人
を
信
用
し
て
い

な
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
議
政
府
に
し
て
も
、
前
例
が
な
い

こ
と
か
ら
倭
人
に
託
す
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
前
例

が
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
中
国
経
由
で
の
送
還
も
問
題
な
い
と
い

う
姿
勢
を
読
み
取
れ
る
。
現
に
こ
の
漂
流
民
送
還
以
後
は
、
す
べ
て

中
国
経
由
で
送
還
が
行
わ
れ
て
お
り
、
信
用
な
ら
な
い
倭
人
に
委
託

す
る
形
態
は
と
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
一
四
七
九
年
の
金
非
衣
を
朝
鮮
へ
送
還
す
る
段
階
で
、
琉

球
国
王
は
日
本
人
が
「
性
悪
」
の
た
め
委
託
す
る
べ
き
で
は
な
い
と

の
認
識
を
示
し
て
い
た
が
、
今
回
の
ケ
ー
ス
で
は
、
琉
球
の
漂
流
民

が
倭
人
に
委
託
さ
れ
る
こ
と
を
「
中
夜
痛
哭
」
す
る
ほ
ど
悲
し
ん
だ

と
の
こ
と
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
一
五
世
紀
末
～
一
六
世
紀
初
頭
の

段
階
で
は
、
琉
朝
共
に
倭
人
に
対
す
る
不
信
感
を
持
っ
て
い
た
こ
と

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
一
五
世
紀
後
半
の
倭
人
が
使
者
と

な
る
時
代
を
経
て
、
一
六
世
紀
初
頭
に
は
琉
球
と
朝
鮮
の
関
係
は
中

国
に
於
い
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。つ
ま
り
一
六
世
紀
初
頭
以
降
、

中
国
へ
向
か
う
琉
球
の
使
節
の
役
割
は
、
朝
鮮
と
の
関
係
も
含
ん
だ

も
の
へ
と
変
容
し
て
い
っ
た
。

　
従
来
、
琉
球
の
貿
易
が
「
国
営
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
根
拠
で

あ
る
辞
令
書
も
こ
の
頃
か
ら
発
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
よ
っ
て
、

中
国
へ
向
か
う
船
の
ス
タ
ッ
フ
が
国
王
の
名
の
も
と
に
任
命
さ
れ
て

い
る
事
例
は
、
同
時
に
朝
鮮
と
の
関
係
を
担
う
人
物
が
国
王
の
名
の

も
と
に
任
命
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
挙
げ
た
琉
朝
直
接
通
交
の
時
代
の
事
例
は
、「
国
営
」

と
い
い
難
い
部
分
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
む
し
ろ
一
六
世

紀
に
入
っ
て
、
直
接
通
交
断
絶
後
に
琉
朝
関
係
も
「
国
営
」
と
な
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
朝
鮮
と
の
関
係
を
中
国
経
由

で
行
う
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
琉
朝
間
に
介
在
し
て
い
た
倭
人
が

排
除
さ
れ
た
結
果
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
以
上
、
一
四
世
紀
末
か
ら
は
じ
ま
る
琉
朝
直
接
通
交
と
そ
の
推
移

に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
最
後
に
琉
朝
関
係
は
従
来
い
わ
れ
て
い
る

「
国
営
貿
易
」
に
ど
の
よ
う
に
位
置
付
く
の
か
を
ま
と
め
た
い
。

　
朝
鮮
と
の
通
交
に
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
琉
球
の
統
一
政
権
が
、

態
度
を
一
変
し
遣
使
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
四
五
三
年
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、琉
球
国
内
に
お
け
る
仏
教
の
隆
盛
と
、

そ
れ
に
伴
う
仏
典
の
需
要
の
高
ま
り
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。琉
球
は
、

第
二
期
の
間
に
は
既
に
準
備
さ
れ
て
い
た
「
民
間
ベ
ー
ス
の
海
域
交

流
」
に
便
乗
す
る
形
で
、
朝
鮮
へ
遣
使
を
行
う
よ
う
に
な
る
。
そ
れ

ら
の
遣
使
は
す
べ
て
倭
人
の
船
を
使
用
し
、
そ
の
使
者
の
大
半
は
倭

人
で
あ
っ
た
。
漂
流
民
の
送
還
を
名
目
と
す
る
遣
使
で
あ
っ
た
が
、

琉
球
側
は
倭
人
に
託
し
た
漂
流
民
が
無
事
に
朝
鮮
に
届
い
た
か
を
知

る
術
が
無
か
っ
た
よ
う
で
あ
る）
11
（

。
こ
の
よ
う
な
、
送
還
が
無
事
に
行

わ
れ
た
か
わ
か
ら
な
い
体
制
は
、
琉
球
の
倭
人
に
対
す
る
不
信
感
を

招
く
一
因
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

　
第
三
期
、
爆
発
的
に
遣
使
を
行
っ
た
琉
球
で
あ
っ
た
が
、
大
蔵
経

入
手
後
の
第
四
期
に
な
る
と
遣
使
の
数
は
疎
ら
に
な
る
。
そ
の
代
わ

り
に
現
れ
た
も
の
が
、「
琉
球
国
王
」
以
外
の
主
体
を
名
乗
る
偽
使

で
あ
っ
た
。
橋
本
雄
は
、
こ
の
期
間
に
「
琉
球
人
主
体
の
真
使
と
鉢

合
わ
せ
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
不
思
議
で
あ
る
」
と
し
て
、「
当

時
、
琉
球
国
王
自
身
は
、
朝
鮮
市
場
に
あ
ま
り
期
待
・
関
心
を
寄
せ

て
い
な
か
っ
た
と
推
測
」
し
て
い
る）
11
（

。
し
か
し
「
表
一
」
か
ら
も
明

ら
か
な
よ
う
に
、「
当
時
」
に
限
ら
ず
統
一
政
権
樹
立
後
の
琉
球
は
、

基
本
的
に
朝
鮮
へ
の
遣
使
に
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
。
積
極
的
に
な

っ
た
の
は
第
三
期
の
み
で
あ
り
、
そ
の
目
的
で
あ
っ
た
大
蔵
経
の
入

手
が
成
っ
た
段
階
で
は
、
積
極
的
に
遣
使
を
行
う
理
由
が
再
び
無
く

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
四
七
九
年
の
段
階
で
は
、
金
非
衣
の
送
還
事
例
か
ら
も
明
ら
か
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な
よ
う
に
、
琉
球
国
王
は
倭
人
へ
の
不
信
感
を
表
し
、
中
国
経
由
で

の
送
還
を
提
案
す
る
に
至
る
。
同
様
の
不
信
感
は
数
十
年
後
の
朝
鮮

側
の
議
論
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
後
は
中
国
を
経
由

し
た
関
係
が
構
築
さ
れ
る
。

　
こ
う
考
え
れ
ば
、
早
い
段
階
か
ら
琉
朝
関
係
が
倭
人
の
介
入
に
よ

っ
て
変
質
し
た
、
と
い
う
従
来
の
認
識
は
少
々
見
直
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
三
山
時
代
を
除
け
ば
、
倭
人
が
介
在

し
た
直
接
通
交
こ
そ
が
琉
朝
関
係
の
基
本
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い

え
る
。
一
六
世
紀
、
そ
の
倭
人
を
排
除
し
た
中
国
経
由
の
ル
ー
ト
が

生
ま
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
従
来
の
「
国
営
」
と
い
わ
れ
る
体
制
が
琉

朝
関
係
に
お
い
て
も
構
築
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
冒
頭
に
挙
げ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
証
言
に
は
、
一
六

世
紀
に
琉
球
へ
や
っ
て
き
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
上
陸
を
許
さ
れ
ず
、

商
品
と
代
金
の
交
換
の
み
行
い
退
去
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
も
の
が
あ

る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
起
っ
た
。
彼
と
一
緒
に
そ
こ
に

い
た
中
の
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
二
人
が
チ
ナ
沿
岸
で
商
売
し
よ

う
と
一
隻
の
ジ
ャ
ン
ク
で
向
か
っ
た
が
、
彼
ら
は
暴
風
雨
に

あ
っ
て
レ
キ
オ
ス
の
あ
る
島
へ
漂
着
し
た
。
そ
こ
で
彼
ら
は

そ
の
島
々
の
国
王
か
ら
手
厚
い
も
て
な
し
を
受
け
た
。
そ
れ

は
、
シ
ャ
ン
で
交
際
し
た
こ
と
が
あ
る
友
人
た
ち
の
と
り
な

し
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
食
料
を
提
供
さ
れ
立
ち

去
っ
た
。
こ
れ
ら
の
人
々
が
礼
儀
正
し
さ
や
富
を
目
撃
し
た

こ
と
か
ら
、
他
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
商
人
た
ち
も
チ
ナ
の
ジ
ャ
ン

ク
に
乗
っ
て
再
び
そ
こ
へ
行
っ
た
。
彼
ら
は
チ
ナ
沿
岸
を
東

に
航
海
し
、
さ
き
の
島
へ
着
い
た
が
、
今
回
は
上
陸
を
許
さ

れ
ず
、
持
参
し
た
商
品
と
そ
の
値
段
の
覚
書
を
提
出
す
べ
き

こ
と
、
及
び
代
金
は
直
ち
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
が
申
し
渡
さ

れ
た
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
た
ち
は
そ
の
と
お
り
提
供
し
た
の
で
、

支
払
い
を
す
べ
て
銀
で
受
け
取
り
、
食
料
を
与
え
ら
れ
、
退

去
を
命
ぜ
ら
れ
た
。

　
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
で
あ
る
か
ら
こ
う
な
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る

が
、
そ
れ
ま
で
の
時
代
の
史
料
に
見
ら
れ
る
、
自
由
に
船
が
往
来
し
、

港
の
周
辺
で
は
様
々
な
商
人
が
店
を
出
し
て
い
る
様
子）
1（
（

と
は
明
ら
か

に
異
な
っ
て
い
る
。

　「
国
営
貿
易
」
に
あ
る
よ
う
な
、
船
は
王
の
所
有
物
で
あ
り
、
使

者
は
す
べ
て
王
の
家
来
で
あ
る
と
い
っ
た
体
制
を
構
築
す
る
に
は
、

そ
れ
ら
を
統
制
で
き
る
だ
け
の
力
が
必
要
に
な
る
。
自
国
民
を
他
国

へ
流
出
し
な
い
よ
う
な
体
制
を
造
り
上
げ
る
こ
と
や
、
従
来
の
倭
人

の
よ
う
な
帰
属
意
識
が
希
薄
な
も
の
を
ど
う
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
か

は
琉
球
の
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
証

言
か
ら
は
、
一
六
世
紀
以
降
そ
れ
ら
を
統
制
す
る
た
め
に
、
琉
球
な

り
の
「
海
禁
政
策
」
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
尚
真
に
よ
る
中
央
集
権
化
と
い
っ
た
国
内
的
な
動
向
と
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合
わ
せ
て
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
果
た

せ
な
か
っ
た
た
め
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

お
わ
り
に

　
以
上
、琉
朝
直
接
通
交
の
時
代
に
焦
点
を
当
て
、そ
の
関
係
の
形
成
・

変
容
・
断
絶
と
い
っ
た
推
移
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
最
後
に
本

論
文
で
明
ら
か
に
な
っ
た
点
と
残
る
課
題
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。

　
明
ら
か
に
な
っ
た
点
と
し
て
第
一
に
、
三
山
統
一
後
の
琉
球
の
王

権
は
一
度
と
し
て
明
か
ら
下
賜
さ
れ
た
ジ
ャ
ン
ク
船
に
よ
っ
て
朝
鮮

に
赴
く
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
第
三

期
を
除
く
と
、
積
極
的
に
朝
鮮
へ
連
続
的
な
遣
使
を
し
た
形
跡
を
見

る
こ
と
す
ら
出
来
な
い
。
た
だ
そ
の
場
合
で
も
、
第
六
期
の
遣
使
に

代
表
さ
れ
る
、
必
要
に
迫
ら
れ
た
際
の
例
外
的
な
遣
使
は
存
在
し
て

い
る
。
琉
球
が
遣
使
に
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
琉
朝
間

航
路
の
治
安
の
悪
化
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
朝
鮮
へ
齎
さ
れ
る

咨
文
に
は
、
倭
人
に
よ
る
阻
隔
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
危
険
を
冒

し
て
ま
で
遣
使
を
行
う
メ
リ
ッ
ト
が
無
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
に
、
琉
球
の
統
一
政
権
が
第
三
期
に
な
っ
て
は
じ
め
て
積
極

的
な
遣
使
を
行
っ
た
こ
と
。
当
時
の
琉
球
に
お
け
る
大
蔵
経
の
需
要

の
高
ま
り
は
、
従
来
遣
使
に
積
極
的
で
な
か
っ
た
琉
球
を
動
か
す
ほ

ど
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
被
虜
・
漂
流
民
の
送
還
は

琉
球
が
遣
使
に
積
極
的
な
時
期
に
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
こ
と
が
指

摘
で
き
る
。

　
第
三
に
、
琉
朝
直
接
通
交
の
時
代
に
お
い
て
、
従
来
の
「
国
営
貿

易
」
に
見
ら
れ
る
王
の
統
制
力
は
確
認
で
き
な
い
こ
と
。
こ
の
時
代

の
琉
球
は
「
民
間
ベ
ー
ス
の
海
域
交
流
」
に
便
乗
す
る
形
で
、
琉
朝

関
係
を
構
築
し
た
と
い
え
る
。
倭
人
に
委
託
す
る
遣
使
は
そ
れ
を
表

し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
そ
の
形
態
は
や
が
て
倭
人
へ
の
不
信
感
を

生
む
。
そ
の
結
果
、
倭
人
を
排
除
し
た
中
国
経
由
の
琉
朝
関
係
が
構

築
さ
れ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
は
じ
め
て
琉
朝
関
係
は
従
来
の
「
国

営
貿
易
」
の
形
態
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と

指
摘
で
き
る
。

　
な
お
本
稿
は
、
琉
朝
直
接
通
交
の
時
代
の
検
討
の
み
で
終
わ
っ
て

し
ま
っ
た
た
め
、
多
く
の
課
題
を
残
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
時

代
の
軸
と
も
い
え
る
明
と
の
関
係
や
、
そ
の
他
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
と

の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
は
行
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
と
琉
朝
関
係
の

関
連
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
課
題
で
あ
る
。
今
回
焦
点
を
あ
て

た
古
琉
球
の
琉
朝
関
係
に
お
い
て
も
、「
倭
寇
的
状
況
」
を
経
て
近

世
に
至
る
時
期
は
検
討
の
外
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
今
後
の

課
題
と
し
た
い
。
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紀
初
頭
に
お
け
る
琉
朝
関
係
の
推
移
（
牟
田
）

註（1
）
豊
見
山
和
行
「
琉
球
列
島
の
海
域
史
研
究
へ
む
け
て
」、
研
究
代
表

者 
村
井
章
介
『
八
―
一
七
世
紀
東
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
人
・
物
・

情
報
の
交
流 

―
海
域
と
港
市
の
形
成
、
民
族
・
地
域
間
の
相
互
認
識

を
中
心
に
―
（
下
）』（〈
科
研
報
告
書
〉
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会

系
、
二
〇
〇
四
年
）
は
、
一
四
世
紀
か
ら
一
六
世
紀
に
お
い
て
琉
球

王
国
が
朝
鮮
半
島
・
日
本
・
中
国
と
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
・
諸
地
域
と

展
開
し
た
中
継
貿
易
の
特
徴
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
①

国
営
貿
易
で
あ
る
こ
と
。
つ
ま
り
琉
球
（
首
里
）
王
府
の
官
人
ら
が

貿
易
主
体
で
あ
り
、
私
的
な
商
人
に
よ
る
交
易
活
動
で
は
な
い
。
②

対
東
南
ア
ジ
ア
交
易
の
主
要
産
品
は
、
中
国
製
貿
易
陶
磁
で
あ
り
、

そ
の
貿
易
陶
磁
の
痕
跡
は
、
琉
球
列
島
各
地
の
主
要
な
グ
ス
ク
か
ら

出
土
し
て
い
る
こ
と
。
③
琉
球
は
、
そ
の
貿
易
陶
磁
の
流
通
路
の
一

結
節
点
で
あ
っ
た
こ
と
。
以
上
の
三
点
で
あ
る
。

（
2
）
高
良
倉
吉
『
新
版 

琉
球
の
時
代
』（
ひ
る
ぎ
社
、
一
九
八
九
年
）。

同
『
琉
球
王
国
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）。
同
『
ア
ジ
ア
の
な

か
の
琉
球
王
国
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）。

（
3
）
古
琉
球
辞
令
書
に
つ
い
て
は
、橋
本
雄
「
古
琉
球
『
辞
令
詔
書
（
辞

令
書
）
全
文
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』」、
前
掲
『
八
―
一
七
世
紀

東
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
人
・
物
・
情
報
の
交
流 

―
海
域
と
港
市
の

形
成
、
民
族
・
地
域
間
の
相
互
認
識
を
中
心
に
―
（
下
）』
に
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
。
高
良
倉
吉
が
根
拠
と
し
た
辞
令
書
は
一
五
二
三
年
の

叙
任
型
辞
令
書
と
一
五
四
一
年
の
叙
任
型
辞
令
書
で
あ
る
。
ま
た
ポ

ル
ト
ガ
ル
人
の
証
言
と
は
、
一
五
四
二
年
一
一
月
メ
キ
シ
コ
か
ら
ア

ジ
ア
へ
向
け
て
出
港
し
た
ビ
リ
ャ
ロ
ボ
ス
艦
隊
の
一
員
で
あ
る
エ
ス

カ
ラ
ン
テ
が
、
テ
ィ
ド
レ
島
滞
在
中
に
デ
ィ
エ
ゴ
・
デ
・
フ
レ
イ
タ

ス
か
ら
聞
い
た
情
報
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
岸
野
久
『
西
欧
人

の
日
本
発
見 

―
ザ
ビ
エ
ル
来
日
前 

日
本
情
報
の
研
究
―
』（
吉
川
弘

文
館
、
一
九
八
九
年
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
4
）
前
掲
『
ア
ジ
ア
の
な
か
の
琉
球
王
国
』
一
三
〇
頁
。

（
5
）
以
下
の
証
言
は
、
前
掲
『
西
欧
人
の
日
本
発
見
』
か
ら
。

（
6
）
現
在
残
さ
れ
て
い
る
古
琉
球
辞
令
書
に
朝
鮮
行
き
の
ス
タ
ッ
フ
を

任
命
す
る
叙
任
型
辞
令
書
は
存
在
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
高
良
倉
吉

は
、
前
掲
『
ア
ジ
ア
の
な
か
の
琉
球
王
国
』
一
二
〇
―
一
三
六
頁
で
、

「
万
国
津
梁
の
鐘
」
が
国
営
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
史
料

と
し
て
古
琉
球
辞
令
書
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、「
万
国
津
梁
の
鐘
」

が
鋳
造
さ
れ
た
時
期
と
古
琉
球
辞
令
書
が
発
給
さ
れ
た
時
期
は
半
世

紀
以
上
も
離
れ
て
お
り
、
裏
付
け
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
は
妥
当
で

は
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
7
）
近
年
で
は
、
上
里
隆
史
『
海
の
王
国
・
琉
球 

「
海
域
ア
ジ
ア
」
屈

指
の
交
易
国
家
の
実
像
』（
洋
泉
社
、二
〇
一
二
年
）
や
村
井
章
介
「
古

琉
球
を
め
ぐ
る
冊
封
関
係
と
海
域
交
流
」、村
井
章
介
・
三
谷
博
編
『
琉

球
か
ら
み
た
世
界
史
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
る
。

（
8
）
東
恩
納
寛
惇
『
黎
明
期
の
海
外
交
通
史
』（
帝
国
教
育
会
出
版
部
、

一
九
四
一
年
）。

（
9
）
田
中
健
夫
『
中
世
対
外
関
係
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五

年
）。

（
10
）
前
掲
『
中
世
対
外
関
係
史
』
二
九
二
頁
。
な
お
、
直
後
の
時
期
区

分
と
特
徴
に
つ
い
て
も
、
同
書
二
九
二
―
二
九
四
頁
。

（
11
）
橋
本
雄
『
中
世
日
本
の
国
際
関
係
』（
吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
五
年
）。

（
12
）
前
掲
『
中
世
日
本
の
国
際
関
係
』
一
〇
八
頁
。

（
13
）
前
掲
『
中
世
日
本
の
国
際
関
係
』
九
八
頁
。

（
14
）『
高
麗
史
』『
実
録
』『
海
東
諸
国
紀
』
は
そ
れ
ぞ
れ
、
国
書
刊
行
会
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史
苑
（
第
七
三
巻
第
一
号
）

編
『
高
麗
史 

全
三
巻
』（
一
九
〇
八
―
一
九
〇
九
年
）、
申
叔
舟
〔
田

中
健
夫
訳
注
〕『
海
東
諸
国
紀 

―
朝
鮮
人
の
見
た
中
世
の
日
本
と
琉

球
―
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
）、
大
韓
民
国
文
教
部
国
史
編
纂

委
員
会
編
『
朝
鮮
王
朝
実
録 

全
四
九
巻
』（
一
九
八
六
年
）
を
使
用

し
た
。
な
お
、
同
一
の
遣
使
と
考
え
ら
れ
る
事
例
や
偽
使
と
思
わ
れ

る
も
の
も
あ
る
が
、
便
宜
的
に
「
表
一
」
で
は
一
回
の
記
述
に
つ
き

一
回
と
カ
ウ
ン
ト
し
た
。

（
15
）『
高
麗
史
』
の
巻
一
三
七
辛
昌
元
（
一
三
八
九
）
年
八
月
条
と
巻

四
五
恭
譲
王
二
（
一
三
九
〇
）
年
八
月
条
に
そ
れ
ぞ
れ
記
述
が
あ
る
。

第
一
回
目
の
遣
使
に
つ
い
て
は
、「
琉
球
國
中
山
王
察
度
。
遣
玉
之
奉

表
長
稱
臣
。
歸
我
被
倭
賊
虜
掠
人
口
。
獻
方
物
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、

具
体
的
な
送
還
人
数
は
不
明
で
あ
る
。

（
16
）『
実
録
』
の
一
四
一
八
年
に
は
、
同
時
期
に
二
つ
の
記
述
が
あ

る
。
一
つ
は
世
宗
即
位
（
一
四
一
八
）
年
八
月
辛
卯
条
で
「
琉
球
國

王
二
男
賀
通
連
。
遣
人
致
書
于
左
右
議
政
」
と
記
さ
れ
て
お
り
。
琉

球
国
王
の
二
男
か
ら
の
遣
使
で
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
は
世
宗
即
位

（
一
四
一
八
）
年
八
月
戊
戌
条
で
「
慶
尚
道
觀
察
使
報
琉
球
國
遣
使
来

聘
。
其
使
人
遭
風
船
敗
。
漂
失
禮
物
溺
死
者
七
十
餘
人
。
存
者
亦
多

病
傷
。
来
泊
閑
山
島
。
　
上
命
賜
衣
服
。
廚
傳
上
送
」
と
記
さ
れ
る
。

琉
球
か
ら
の
船
が
難
破
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
内
容
で
あ
る
。
当
時

の
琉
球
は
、
王
と
世
子
に
よ
っ
て
二
重
に
遣
使
が
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
が
、
安
里
進
「
寨
官
と
大
型
グ
ス
ク
の
時
代
」、『
新
琉
球
史 

古
琉

球
編
』（
琉
球
新
報
社
、一
九
九
一
年
）
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

一
四
一
八
年
に
も
同
様
の
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
の
な
ら
ば
、
琉
球

国
王
の
船
が
難
破
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
17
）
前
掲
『
中
世
対
外
関
係
史
』
二
九
四
頁
。

（
18
）
岡
本
弘
道
『
琉
球
王
国
海
上
交
渉
史
研
究
』（
榕
樹
書
林
、

二
〇
一
〇
年
）
に
よ
れ
ば
、
明
の
琉
球
優
遇
策
が
後
退
を
は
じ
め
た

の
は
一
五
世
紀
中
ご
ろ
で
あ
る
。

（
19
）『
実
録
』
の
成
宗
一
〇
（
一
四
七
九
）
年
六
月
乙
未
条
に
証
言
す
べ

て
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
20
）
第
二
期
以
降
は
す
べ
て
倭
人
が
介
在
し
て
い
る
。
し
か
し
第
四
期

以
降
に
な
る
と
、
極
端
に
記
述
内
容
が
少
な
い
遣
使
も
あ
る
た
め
、

確
証
を
得
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

（
21
）
倭
寇
と
被
虜
送
還
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
荒
野
泰
典
『
近
世
日
本

と
東
ア
ジ
ア
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
）、
関
周
一
『
中

世
日
朝
海
域
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）、
田
中
健

夫
『
倭
寇
と
勘
合
貿
易
』（
至
文
堂
、
一
九
六
一
年
）、
同
『
倭
寇 

海

の
歴
史
』（
教
育
社
、
一
九
八
二
年
）
を
参
考
と
し
た
。

（
22
）
高
橋
公
明
「
異
民
族
の
人
身
売
買 

―
ヒ
ト
の
流
通
―
」、荒
野
泰
典
・

石
井
正
敏
・
村
井
章
介
編
『
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
史
Ⅲ 

海
上
の
道
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
）。

（
23
）
第
一
期
末
の
一
四
一
六
年
に
、
朝
鮮
の
李
芸
が
琉
球
へ
赴
き
、
転

売
さ
れ
た
朝
鮮
人
を
連
れ
帰
っ
た
事
例
か
ら
そ
の
様
子
を
窺
う
こ
と

が
出
来
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
一
連
の
記
述
は
、『
実
録
』
太
宗
一
五

（
一
四
一
五
）
年
八
月
己
巳
条
、
太
宗
一
六
（
一
四
一
六
）
年
正
月
庚

申
条
、
太
宗
一
六
年
七
月
壬
子
条
。

（
24
）
こ
の
遣
使
に
関
す
る
記
述
は
、『
実
録
』
世
宗
一
三
（
一
四
三
一
）

年
九
月
丁
卯
条
、
世
宗
一
三
（
一
四
三
一
）
年
一
一
月
庚
午
な
ど
。

（
25
）『
実
録
』
世
宗
一
三
（
一
四
三
一
）
年
一
〇
月
丙
午
条
。

（
26
）
前
掲
「
古
琉
球
を
め
ぐ
る
冊
封
関
係
と
海
域
交
流
」
四
〇
―
四
一
頁
。

（
27
）
平
道
全
や
金
源
珍
に
つ
い
て
は
、
村
井
章
介
『
境
界
を
ま
た
ぐ
人

び
と
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
に
詳
し
い
。

（
28
）『
実
録
』
世
宗
一
五
（
一
四
三
三
）
年
閏
八
月
戊
辰
条
。
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一
四
世
紀
末
か
ら
一
六
世
紀
初
頭
に
お
け
る
琉
朝
関
係
の
推
移
（
牟
田
）

（
29
）『
実
録
』
世
宗
一
一
（
一
四
二
九
）
年
九
月
己
酉
条
。

（
30
）『
実
録
』
世
宗
五
（
一
四
二
三
）
年
正
月
丙
戌
条
。

（
31
）
こ
の
証
言
は
、『
実
録
』
瑞
宗
元
（
一
四
五
三
）
年
五
月
丁
卯
条
に

記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
32
）『
実
録
』
世
宗
一
三
（
一
四
三
一
）
年
一
一
月
庚
午
条
に
記
載
さ

れ
て
お
り
、「
厥
後
本
國
。
爲
無
能
諳
海
道
之
人
。
以
致
疎
曠
多
年
」

と
あ
る
。

（
33
）
伊
波
普
猷
・
東
恩
納
寛
惇
・
横
山
重
編
『
琉
球
史
料
叢
書 

全
五
巻
』

（
鳳
文
書
館
、
一
九
四
〇
年
）。

（
34
）
知
名
定
寛
『
琉
球
仏
教
史
の
研
究
』（
榕
樹
書
林
、
二
〇
〇
八
年
）

八
三
頁
。

（
35
）
同
右
。

（
36
）『
実
録
』
瑞
宗
元
（
一
四
五
三
）
年
五
月
丁
卯
条
に
は
、「
琉
球
國
。

與
薩
摩
和
好
。
故
博
多
人
。
經
薩
摩
往
琉
球
者
。
未
有
阻
碍
。
近
年

以
来
。
不
相
和
睦
。
盡
行
擄
掠
。
故
却
從
大
洋
。
迤
邐
而
行
。
甚
爲

艱
苦
。
今
我
等
出
来
時
。
商
船
二
艘
。
亦
被
搶
擄
」
と
あ
る
。

（
37
）『
実
録
』
世
宗
一
三
（
一
四
三
一
）
年
一
一
月
庚
午
条
に
は
、「
夏

禮
久
等
對
曰
。
自
我
國
祖
王
。
父
王
。
相
修
交
好
之
禮
。
厥
後
倭
人

阻
隔
。
久
廢
修
好
」
と
あ
る
。

（
38
）
前
掲
『
琉
球
王
国
』
一
〇
一
頁
。

（
39
）
前
掲
『
中
世
対
外
関
係
史
』
二
九
四
頁
。

（
40
）『
実
録
』
世
祖
七
（
一
四
六
一
）
年
一
二
月
戊
辰
条
、
世
祖
八

（
一
四
六
二
）
年
一
月
辛
亥
条
な
ど
。

（
41
）
一
四
六
八
年
か
ら
一
五
三
三
年
ま
で
の
長
い
間
、
悶
意
と
称
す
る

も
の
か
ら
の
遣
使
が
続
く
。
こ
れ
ら
の
使
者
は
、
対
馬
を
中
心
と
し

た
海
商
グ
ル
ー
プ
が
仕
立
て
た
偽
使
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
内
田
晶

子
・
高
瀬
恭
子
・
池
谷
望
子
『
ア
ジ
ア
の
海
の
古
琉
球 

―
東
南
ア
ジ
ア
・

朝
鮮
・
中
国
―
』（
榕
樹
書
林
、
二
〇
〇
九
年
）
一
四
二
―
一
四
九
頁
。

（
42
）『
実
録
』
成
宗
三
（
一
四
七
二
）
年
正
月
甲
寅
条
。

（
43
）
前
掲
『
中
世
日
本
の
国
際
関
係
』
一
一
〇
頁
。

（
44
）『
実
録
』
成
宗
一
〇
（
一
四
七
九
）
年
六
月
乙
未
条
。

（
45
）『
実
録
』
成
宗
一
〇
（
一
四
七
九
）
年
六
月
乙
未
条
に
、「
金
非

衣
。
自
捕
剌
伊
島
。
患
頭
痛
沈
綿
未
瘳
。
至
琉
球
國
轉
劇
。
國
王
知

之
。
賜
南
蠻
國
藥
酒
。
新
伊
四
郞
等
見
之
。
又
以
艾
灸
之
。
曲
加
救

療
。
在
舟
中
大
小
便
時
。
四
郎
毎
使
其
從
者
扶
執
。
恐
其
墜
落
船
頭
也
。

及
到
薩
摩
州
。
病
乃
愈
」
と
あ
る
よ
う
に
、
か
な
り
気
を
配
っ
て
い

る
様
子
が
わ
か
る
。

（
46
）
須
田
牧
子
「
朝
鮮
使
節
・
漂
流
民
の
日
本
・
琉
球
観
察
」、荒
野
泰
典
・

石
井
正
敏
・
村
井
章
介
編
『
日
本
の
対
外
関
係
四
　
倭
寇
と
「
日
本

国
王
」』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）。
二
二
八
頁
。

（
47
）『
実
録
』
世
祖
一
三
（
一
四
六
七
）
年
三
月
庚
午
条
に
は
「
琉
球
國
王
。

遣
使
獻
鸚
鵡
」
と
だ
け
記
述
が
あ
り
、
世
祖
一
三
年
七
月
丙
子
条
に

は
「
琉
球
國
王
。
遣
僧
同
照
東
渾
等
。
来
獻
鸚
鵡
大
鶏
胡
椒
犀
角
書

籍
沈
香
天
竺
酒
等
物
」
と
あ
る
。

（
48
）
こ
の
送
還
に
関
す
る
記
述
は
、『
実
録
』
中
宗
二
五
（
一
五
三
〇
）

年
八
月
丙
寅
条
、
中
宗
二
五
年
八
月
戊
辰
条
、
中
宗
二
五
年
一
〇
月

丁
巳
条
、
中
宗
二
五
年
一
〇
月
己
未
条
、
中
宗
二
五
年
一
〇
月
己
未

条
、
中
宗
二
五
年
一
〇
月
己
未
条
、
中
宗
二
五
年
一
〇
月
癸
亥
条
、

中
宗
二
六
（
一
五
三
一
）
年
二
月
乙
酉
条
、
に
あ
る
。

（
49
）『
実
録
』
世
祖
七
（
一
四
六
一
）
年
一
二
月
戊
辰
条
の
咨
文
に
は

「
漂
流
人
口
事
。
照
得
貴
國
遞
年
。
漂
流
人
口
。
絡
繹
遣
搭
倭
船
送
回
。

未
知
到
彼
虚
的
」
と
あ
る
。

（
50
）
前
掲
『
中
世
日
本
の
国
際
関
係
』
一
〇
八
―
一
〇
九
頁
。

（
51
）
当
時
の
様
子
を
『
海
東
諸
国
紀
』
に
は
「
地
窄
人
多
。
以
海
舶
行
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史
苑
（
第
七
三
巻
第
一
号
）

商
為
業
。
西
通
南
蠻
中
國
。
東
通
日
本
我
國
。
日
本
南
蠻
商
舶
。
亦

集
其
國
都
海
浦
。
國
人
為
置
肆
浦
邊
互
市
」
と
あ
る
。
ま
た
『
実
録
』

世
祖
八
（
一
四
六
二
）
年
二
月
辛
巳
条
の
漂
流
民
の
証
言
に
は
、「
商

賈
在
沿
江
船
泊
處
。
日
本
女
國
之
人
。
亦
且
来
市
」
と
も
あ
る
。

（
立
教
池
袋
中
学
校
・
高
等
学
校
兼
任
講
師
）


